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１ 計画改定の趣旨                              

 北広島市（以下「本市」という。）では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45

年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」という。）に基づき、平成 24 年 3 月に平成 24 年度

から令和 8 年度までを計画期間とする「北広島市一般廃棄物処理基本計画」を策定し、目標

数値の達成に向けて廃棄物処理及び生活排水処理の基本方針を掲げ、各種施策を推進して

きました。 

現計画は、15 年にわたる長期を展望した計画であることから、国や北海道の計画を踏ま

えるとともに、ごみ処理や生活排水処理を取り巻く状況の変化に対応するため、概ね５年ご

と、もしくは廃棄物に関する社会情勢等の諸条件に大きな変化があった場合は、随時見直し

を行うこととしています。 

本市の廃棄物処理システムは、北広島市クリーンセンター（以下「クリーンセンター」と

いう。）に最終処分場を整備し、昭和 54 年度から埋立を開始し、昭和 55 年度には破砕処理

施設、平成 4 年度には資源リサイクルセンターを整備し、破砕選別処理による埋立物の減

容化や資源ごみの選別圧縮保管によるリサイクルの推進を行ってきました。 

その後、多様化する廃棄物を適正に処理し、最終処分場の延命化のため、更なるごみの減

量化に向けた取組が必要となり、平成 22 年度に既存の破砕施設の老朽化やリサイクルセン

ターの能力不足を補うため、新たに資源リサイクルセンターを整備、平成 23 年度には、北

広島市下水処理センターに生ごみを下水道汚泥等と混合してバイオガス化処理するバイオ

マス混合調整棟を整備し、循環型社会の形成と廃棄物処理システムの確立を図ってきまし

た。 

一方で、現計画の策定時に使用していた第５期最終処分場はすでに埋立が終了し、新たに

造成した現在埋立を行っている第６期最終処分場についても、計画量よりも多くのごみが

排出されている現状においては、当初の想定より短い期間で埋立が終了することが予想さ

れています。そのため、嵩上げ工事の実施による埋立容量の増加を含めた第 6 期最終処分

場の延命化と今後の最終処分場の確保について計画的に検討することが必要となっていま

す。 

また、本市を含めた２市 3 町で平成 25 年度に道央廃棄物処理組合を設立、後に栗山町が

加入して２市４町となり、平成 27 年度に「道央廃棄物処理組合ごみ処理広域化基本計画」

を策定し、令和６年度からは千歳市根志越に建設される焼却施設において、焼却処理が開始

される予定です。広域での焼却処理の開始に伴い、新たなごみ分別区分や効率的で経済的な

収集運搬体制の構築、焼却灰の最終処分先の確保など、体制の整備を進める必要があります。 

さらに、令和５年３月に予定されている北海道ボールパーク F ビレッジの開業や、それ

に伴う事業活動の活発化による廃棄物の増加が予想されることから、市民・事業者・行政が

第１章 計画改定の基本的事項 
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連携し、更なる排出抑制や分別の徹底による減量化・資源化対策を行う必要があります。 

以上のことから、廃棄物処理システムやごみの排出量等の様々な条件に大きな変化が見

込まれるため、現計画の見直しを行うこととしました。なお、本計画の改定にあたっては、

本市におけるごみ処理・生活排水処理の課題や、海洋プラスチック、食品ロスといった新た

な課題に対する国の方向性にも配慮し、循環型社会の形成等を目指すため、本市の基本方針

を定め、今後進めていく施策や施設整備等について定めるものとします。 
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２ 計画の位置づけ                               

 本計画は、廃棄物処理法第６条第１項において、市町村が定めなければならない計画とし

て位置づけられている一般廃棄物処理計画（ごみ処理基本計画、生活排水処理基本計画）に

ついて定めるものであり、北広島市総合計画（第 6 次）のもと、北広島市強靭化計画を指針

とするとともに、国や北海道の関連計画、関係法令などと整合性を図りながら策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-１ 計画の位置づけ 
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３ 計画対象区域                                

 本市の行政区域全域（生活排水処理基本計画については、南幌町、由仁町及び長沼町から

のし尿等処理委託分を含む）とします。 

 

４ 計画の範囲                                

 本計画では、家庭系及び事業系のごみについて、収集運搬から最終処分に至るまでの基本

方針と施策を策定します。 

 

５ 計画期間                                    

本計画の期間は平成 24 年度から令和８年度までの 15 年間とし、中間目標年度を５年ご

との平成 28 年度、令和 3 年度に設定して見直しを行うこととしていましたが、ボールパー

クの整備予定地となったことや道央廃棄物処理組合の設立により、平成 28 年度に行う予定

であった前期の中間見直しを見送りました。 

しかし、現計画の策定時からはライフスタイルの変化や新たな工業団地の造成など本市

の廃棄物に関する諸条件に変化が見られ、また、令和６年度から広域で焼却処理が開始され

ることが予定されるなど、ごみ処理体制にも大きな変化が見込まれることから、令和２年度

に現計画の見直しを行うこととしました。 

 

 

 

 

 

 

【改定後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期 

 

平成 24 年度～28 年度 

中期 

 

平成 29 年度～令和 3 年度 

後期 

 

令和 4 年度～8 年度 

前期 

 

平成 24 年度～令和２年度 

後期 

 

令和３年度～８年度 

令和２年度 

計画見直し 

図１-２ 計画期間と目標年次 
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図１-３ 北広島市の位置 

第２章 地域の概況 

１ 沿革                                    

市名のもとになっている「広島」は、明治 17 年に広島県人 25 戸 103 人の入植によっ

て開拓されたことに由来します。明治 27 年に月寒村から分離し「広島村」となり広島村

戸長役場を開設、昭和 43 年に町制を施行して「広島町」となり、平成 8 年の市制施行に

より現在の「北広島市」に至っています。 

 

２ 位置・地形                                

本市は、石狩平野南部に位置し、北西は道都札幌市、北は江別市、東は長沼町と南幌町、

南は恵庭市に接している周囲約 52.5km、総面積 119.05 ㎢ の都市です。 

地形は、南西部にある島松山（標高 492.9m）付近を除いては、標高約 100m 前後の丘

陵が各所にあって起伏に富んでいます。また、市内東部の低地には、水田などの農地が広

がっています。 
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図１-４ 人口と世帯の推移 

図１-５ 年齢別人口比の推移 

出典：「国勢調査」 

出典：「国勢調査」 

３ 人口                                      

（１）人口の推移 

本市の平成 27 年 10 月 1 日現在の国勢調査における人口は 59,064 人となっています。

人口の推移としては、昭和 45 年からの北広島団地造成とともに急増しており、平成 4 年

には 5 万人に達しました。その後も増加を続けてきましたが、平成 22 年の国勢調査では

初めて減少に転じ、以降は漸減傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢別人口構成比の推移 

平成 27 年 10 月 1 日現在の国勢調査における年齢別人口構成割合は、0～14 歳人口が

12.2％、15～64 歳人口が 58.7％、65 歳以上人口が 29.0％となっています。年齢別人口構

成割合の推移としては平成に入ってから、0～14 歳人口割合は減少傾向が、65 歳以上人

口割合は増加傾向が大きくなっており、本市においても、急速に少子化・高齢化が進行し

ています。 
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図１-６ 産業人口構成比の推移 出典：「国勢調査」 

表１-１ 就業者数の産業別比率 
（３）産業人口構成比の推移 

 

平成 27 年 10 月 1 日現在の国勢調査における 

産業別人口構成割合は、第 1 次産業が 2.1％、第 

2 次産業が 17.1％、第 3 次産業が 80.8％となっ 

ています。第 1 次産業は昭和 40 年が 53.2％と 

半数以上を占めていましたが、その後急激に減 

少しました。一方、第 3 次産業が昭和 50 年には 

59.5％と半数以上を占めるようになり、現在では 

8 割と本市の産業の大部分を占めています。 
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人数 構成比

559 2.1%

農業 549 2.1%

林業 8 0.0%

漁業 2 0.0%

4,482 17.1%

鉱業 18 0.1%

建設業 2,224 8.5%

製造業 2,240 8.5%

21,225 80.8%

電気・ガス・熱供給・水道業 130 0.5%

情報通信業 587 2.2%

運輸業 2,235 8.5%

卸売、小売業 4,622 17.6%

金融・保険業 419 1.6%

不動産業 484 1.8%

学術研究・専門技術サービス業 802 3.1%

飲食店・宿泊業 1,246 4.7%

生活関連サービス・娯楽業 1,195 4.5%

教育・学習支援業 1,452 5.5%

医療・福祉 3,606 13.7%

複合サービス事業 254 1.0%

サービス業 1,974 7.5%

公務他 1,183 4.5%

分類不能 1,036 3.9%

26,266 100.0%

分類

一次産業

二次産業

三次産業

合計

平成 27 年 10 月 1 日現在の国勢調査における産

業別人口構成割合は、第 1 次産業が 2.1％、第 

2 次産業が 17.1％、第 3 次産業が 80.8％となって

います。第 1 次産業は昭和 40 年が 53.2％と半数以

上を占めていましたが、その後急激に減少しまし

た。一方、第 3 次産業が昭和 50 年には 59.5％と半

数以上を占めるようになり、現在では 8 割と本市

の産業の大部分を占めています。 
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表１-２-１ 廃棄物処理基本方針 

第３章 国・北海道の計画 

１ 廃棄物処理基本方針                             

国は、廃棄物処理法に基づき「廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量その

他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」（廃

棄物処理基本方針）を定めています。平成 28 年 1 月に内容の一部変更・追加がなされまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要

・環境保全と安全・安心を重視した循環の実現を図る。

・世界的な資源制約の顕在化や、災害の頻発化・激甚化、地球温暖化を始めとする地球環境

　問題など、廃棄物処理・リサイクルを取り巻く状況の変化に対応する。

・大量生産、大量廃棄型の社会の在り方を見直し、循環型社会への転換を推進する。

・エネルギー源として廃棄物を有効利用し、循環共生型の地域社会の構築を推進する。

排出量
【一般廃棄物】平成24年度比12％削減

【産業廃棄物】平成24年度に対し増加を3％に抑制

再生利用率
【一般廃棄物】平成24年度の21％から27％に増加

【産業廃棄物】平成24年度の55％から56％に増加

最終処分量
【一般廃棄物】平成24年度比14％削減

【産業廃棄物】平成24年度比1％削減

国民の役割

・食品の購入に当たっては、適量の購入等により食品ロスを削減する。

・自ら排出する一般廃棄物の排出抑制に取り組むとともに、事業者が排出する一般廃棄物

　の排出抑制に協力する。

・使用済み小型電子機器等を市町村へ引き渡すなど、事業者が法律に基づいて行う措置に

　協力する。

事業者の役割
・製造から流通、販売に至るまでの全体において排出される廃棄物の排出抑制に努める。

・再生利用による減量を行い、廃棄物の適正な循環的利用に努める。

市町村の役割

・普及啓発や環境教育により、住民の自主的な取り組みを推進する。

・一般廃棄物について、適正な中間処理及び最終処分を確保する。

・他市町村及び都道府県との連携による広域的な取組の推進及び広域的な循環的利用を

　後押しするよう努める。

・一般廃棄物の処理に関する事業コストを分析し、効率化に努める。

・食品循環資源の再生利用促進のため、民間事業者の活用・育成について、市町村が定める

　一般廃棄物処理計画において、適切に位置づけるように努める。

・災害時における適正かつ円滑・迅速な処理体制が確保されるよう人材育成に努める。

国の役割

・地方公共団体との連携及び先進事例の情報提供による各種制度等の普及啓発に努める。

・各種特例措置の円滑な運用を図る。

・市町村及び都道府県の適正なごみ処理について、技術的・財政的な支援に努める。

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物について、地方公共団体と連携しつつ確実かつ適正な処理を

　進めていくものとする。

・水銀廃棄物の適正な回収を促進する。

廃棄物の適正

処理を確保す

るために必要

な体制の確保

・一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集運搬し、適正に処理できる体制

　を確保する。

・産業廃棄物を最大限循環的利用した上で、焼却その他の中間処理、最終処分が適正に

　行われる体制を確保する。

・不法投棄、不適正処理を防止するため、監視体制を構築し早期発見を図る。

・国と地方公共団体が連携し、優良産廃処理業者認定制度の普及を図ることで優良な

　処理業者の育成に努める。

施策推進

に関する

基本的事項

項目

基本的な方向

1人1日当たり家庭系ごみ排出量：500ｇ/人・日

家庭系食品ロスの発生量を把握している市町村数：200市町村

家電リサイクル法上の小売業者の引取義務外品の回収体制構築市町村割合：100％

使用済み小型電子機器等の再生のための回収実施市町村割合：80％

減量化の目標

（令和2年度）

その他の目標

（平成30年度）
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表１-２-２ 廃棄物処理基本方針 

概要

今後の要最終

処分量と全国

的な施設整備

の目標

・食品廃棄物の再生利用に係る施設は、他の市町村や民間の廃棄物処理業者と連携して、

　処理能力の向上に取り組む。

・焼却処理施設については、中長期的には、焼却される全ての一般廃棄物について熱回収が

　図られるよう取組を推進していくものとする。

・最終処分場の残余容量の予測を行い、必要となる最終処分場を継続的に確保する。

一般廃棄物の

減量その他そ

の処理に必要

な施設の整備

・循環型社会推進交付金制度を活用し、中間処理施設及び最終処分場の整備に取り組む。

・し尿を含む生活排水を持続的に処理する汚水処理システムを構築する。

・今後見込まれている廃棄物処理施設の維持管理コストの増大に向け、

　ストックマネジメントの手法を導入し、計画的かつ効率的な維持管理を図る。

産業廃棄物の

適正処理に必

要な処理施設

の整備

・熱回収施設設置者認定制度を活用しながら、適正処理の確保を基本としつつ

　温室効果ガスの排出抑制に配慮した処理施設の整備を推進する。

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物や石綿含有廃棄物の処理体制を整備するため、

　無害化処理認定制度を積極的に活用する。

優良な廃棄物

処理施設への

支援

・税制上の優遇措置や政府系金融機関の融資を通じて優良な処理施設の整備を推進する。

・高効率の廃棄物熱回収・燃料製造を行う施設の整備や省エネ化を促進する。

地域住民に対

する情報公開

の促進

・地域住民の信頼を確保するため、処理方法や維持管理の計画を積極的に情報公開する。

・処理施設の設置許可に当たり、提出された意見に対する見解を明らかにするよう努める。

施策の基本的

考え方

・災害廃棄物を可能な限り分別し、迅速に適正処理する体制を確保する。

・平時の備えを確実に推進し、非常災害時における知見を踏まえた施策を図る。

災害廃棄物対

策に係る各主

体の役割

【市町村の役割】

・非常災害時にも対応できる強靭な廃棄物処理体制の整備を図る。

・国や都道府県の策定する計画と整合性のとれた災害廃棄物処理計画を策定する。

【都道府県の役割】

・災害時の広域的な対応のため、関係機関・団体との連携を平時から進める。

・区域内の市町村の災害廃棄物処理計画の策定支援を行う。

【国の役割】

・大規模災害時に司令塔機能を果たすため、環境省地方環境事務所が中心となり

　地域ブロック単位での平時の備えを進める。

・地方公共団体のみでは処理できない場合には、国による代行処理を実施する。

【事業者及び専門家の役割】

・事業者及び技術専門家は、平時から技術の集約や情報発信を行うとともに、

　災害発生時には発生した廃棄物を主体的に処理するよう努める。

・大学、研究機関等専門家は最新の知見が十分に活用されるよう各種団体に協力する。

処理施設の災

害時の運用

・災害発生時の廃棄物処理に対応できるよう余裕をもたせられるよう、

　区域内の産業廃棄物処理等の情報把握に努める。

災害廃棄物対

策に関する技

術開発と情報

発信

・国は災害廃棄物処理に必要な技術開発を行い、得られた成果をわかりやすく周知する。

・地方公共団体は、地域住民に対して積極的に情報発信を行い、住民理解の確保に努める。

非常災害時にお

ける施策を実施

するために必要

な事項

項目

廃棄物処理施設

の整備に必要な

処理施設の整備
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表１-４ 北海道廃棄物処理計画の目標値 

表１-３ 北海道循環型社会形成推進基本計画の目標値 

２ 北海道循環型社会形成推進基本計画                        

「北海道循環型社会形成推進基本計画」は、循環型社会の形成を更に加速させるための新

たな枠組みとして、平成 20 年（2008 年）10 月に公布された「北海道循環型社会形成の推

進に関する条例」に基づき策定され、その後、国の「第４次循環型社会形成推進基本計画」

などを踏まえ、バイオマスの利活用の推進などそれぞれの地域特性に応じた北海道らしい

循環型社会の着実な形成に向け、令和２年（2020）３月に第２次計画が策定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 北海道廃棄物処理計画                            

 北海道は、廃棄物処理法に基づき令和 2 年 3 月に「北海道廃棄物処理計画（第 5 次）」を

策定しました。 

 この計画は、国の廃棄物処理基本方針で示されている廃棄物の排出抑制や適正な循環的

利用、適正処理の確保のほか、北海道が目指す循環型社会の実現に向けたバイオマスの利活

用について目標を設けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 指標

一般廃棄物排出量 1,873 千ｔ 1,700 千ｔ

１人１日あたりのごみ排出量 961 ｇ/人・日 900 ｇ/人・日

１人１日あたりの家庭ごみ排出量 598 ｇ/人・日 550 ｇ/人・日

産業廃棄物の排出量 38,741 千ｔ 37,500 千ｔ

一般廃棄物のリサイクル率 24.3 ％ 30 ％

産業廃棄物の再生利用率 55.5 ％ 57 ％

一般廃棄物の最終処分量 316 千ｔ 250 千ｔ

産業廃棄物の最終処分量 679 千ｔ 570 千ｔ

バイオマスの利活用

に関する目標
廃棄物系バイオマス利活用率 89.8 ％ 90 ％

基準年度

平成29年度

目標年度

令和6年度

排出抑制

に関する目標

適正な循環的利用

に関する目標

適正処分の確保

に関する目標

指標 現状（平成29年度） 目標（令和6年度）

意識度：93.2％ 95％以上

実践度：21～68％ 60～80％以上

一般廃棄物の排出量 187万トン 170万トン以下（約10％削減）

一般廃棄物の1人1日当たり排出量 961ｇ/人・日 900ｇ/人・日以下（約5％削減）

リサイクル率 24.30% 30％以上（約6ポイント増加)

最終処分量 32万トン 25万トン（約20％削減）

ごみ減量化、再使用・再利用のための

具体的行動（道民意識調査結果）
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第２編 

ごみ処理基本計画 
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図２-１ 用語の定義 

第１章 ごみ処理の現状と課題 

１ 用語の定義                                  

 本計画では、家庭から排出されるごみを「家庭系ごみ」、事業所から排出されるごみのう

ち産業廃棄物を除くごみを「事業系ごみ」と呼ぶこととします。 

 家庭系ごみと事業系ごみを合わせたごみを「ごみ排出量」とし、これに集団資源回収や拠

点回収などを合わせたごみを「ごみ総排出量」とします。 

 なお、事業所独自の処理やリサイクル、家庭での生ごみの自家処理などを行っているもの

を「潜在ごみ」とし、「ごみ総排出量」と合わせて「ごみ発生量」としますが、潜在ごみ量

は把握が困難なため、目標設定等の合計量には含めないものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご

み

発

生

量 

ご

み

総

排

出

量 

ご

み

排

出

量 

家

庭

系

ご

み 

事

業

系

ご

み 

潜在ごみ      ・事業所独自の処理やリサイクル 

（量の把握が困難なもの）  ・家庭での自家処理など 

集団資源回収   ・住民団体による資源回収事業 

拠点回収など   ・公共施設等での拠点回収 

計画収集ごみ 

 ・ステーション収集 

 ・庭先収集 

直接搬入ごみ 

・許可業者の搬入 

 ・事業所の自己搬入 

 

直接搬入ごみ 

 ・許可業者の搬入 

 ・事業所の自己搬入 
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図２-２ ごみ処理フロー 

２ ごみ処理フロー                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通

ごみ

家庭系

破砕しないごみ

生

ごみ

粗大ごみ

（家庭系）

資源

ごみ

有害ごみ

（家庭系）

枝木

集団資源回収

拠点回収

資源回収業者 再商品化業者

回収委託業者

資源リサイクルセンター

（破砕処理）

（資源化処理）

最終処分場

（埋立処理）

鉄くず
指定法人/

再商品化事業者

下水処理センター

（バイオガス化処理）
緑農地還元

委託処理

家庭系

家庭系

家庭系

事業系

破砕処理残渣

資源選別残渣

事業系

事業系

事業系

生ごみ処理残渣

破砕転圧機

（破砕処理）
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表２-１ ごみの処理主体 

資源ごみは、古紙類（新聞紙、雑誌）、紙製容器包装、紙パック、段ボール、ペットボト

ル、プラスチック製容器包装、缶類（スチール、アルミ）、びん類（茶色、無色、その他）

を資源リサイクルセンターで選別、圧縮等の処理を行って保管した後、容器包装に係る分別

収集及び再商品化の促進等に関する法律（以下「容器包装リサイクル法」という。）の指定

法人や資源回収業者へ売却または、引渡しを行い、リサイクル不適物は埋立処分しています。      

粗大ごみは、資源リサイクルセンターの破砕選別設備において、鉄類、アルミ類、その他

破砕物の選別を行い、鉄類、アルミ類はリサイクル、その他の破砕物は埋立処分しています。   

生ごみは、下水処理センターのバイオマス混合調整棟で、下水道汚泥やし尿等と混合して

バイオガス化処理を行い、取り出したメタンガスは、汚泥乾燥機等の燃料として使用すると

ともに、乾燥させた汚泥は、下水汚泥肥料として緑農地還元しています。バイオマス混合調

整棟で選別されたビニール袋等の異物は、クリーンセンターの最終処分場で埋立処分して

います。 

 有害ごみと枝木は、処理業者に処理を委託し、資源化しています。 

普通ごみと破砕しないごみは埋立処分しています。 

 

 

３ ごみの処理主体                              

 普通ごみ、生ごみ、粗大ごみ、破砕しないごみ及び資源ごみは、収集運搬から最終処分ま

でを市が事業主体となり実施しています。 

資源ごみと拠点回収物は、収集運搬から選別保管まで市が事業主体となり、指定法人や再

商品化事業者へ売却または引き渡しをしています。 

有害ごみと枝木は、収集運搬から選別保管まで市が事業主体となり、処理業者に処理（リ

サイクル）を委託しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみの分類 排出抑制 ごみの分別 収集運搬
中間処理

（リサイクル・処理等）
最終処分

普通ごみ -

生ごみ 市（委託）

粗大ごみ 市（委託）

破砕しないごみ -

資源ごみ

拠点回収

有害ごみ

枝木

排出者 排出者 市（委託）

市（委託）

指定法人

再商品化事業者
-

処理業者
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図２-３ ごみ排出量の推移 

表２-２ 種類別の排出量 

12,825 12,537 12,718 12,567 12,391 

5,227 5,481 5,267 5,241 5,500 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

H27 H28 H29 H30 H31

家庭系ごみ 事業系ごみ

４ ごみ排出量の推移                               

 ここ数年の家庭系ごみの排出量は、12,000ｔ台、事業系ごみは 5,000ｔ台、合わせた排出

量は 18,000ｔ前後で推移しており、平成 20 年 10 月の家庭系ごみ有料化以降、横ばい傾向

が続いています。また、種類別の排出量を表２-２に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ｔ/年】 

【年度】 

18,053 18,018 17,985 17,808 17,891 

H27 H28 H29 H30 H31

12,825 12,537 12,718 12,567 12,391

7,336 7,143 7,201 7,023 6,760

1,285 1,292 1,459 1,538 1,551

1,427 1,413 1,411 1,376 1,369

粗大ごみ 190 168 167 181 163

破砕しないごみ 450 403 394 404 440

資源ごみ 1,987 1,961 1,914 1,872 1,970

有害ごみ 8 9 7 7 6

枝木 141 147 164 166 131

5,227 5,481 5,267 5,241 5,500

5,170 5,397 4,885 4,855 5,111

54 82 380 384 388

4 2 2 2 1

項目（ｔ）

普通ごみ

生ごみ

資源ごみ

家庭系ごみ

普通ごみ

自己搬入

生ごみ

事業系ごみ
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834 837 839 835 841 
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家庭系ごみ排出量 ごみ排出量

 ここ数年の１人１日あたりのごみ排出量は、840ｇ/人・日程度で推移しており、北海道の

目標値である 900ｇ/人・日を下回っていますが、１人１日あたりの家庭系ごみ排出量は 590

ｇ/人・日程度で推移しており、北海道の目標である 550ｇ/人・日を上回っています。 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ｇ/人・日】 

【年度】 

北海道のごみ排出量目標（900ｇ） 

北海道の家庭系ごみ排出量目標（550ｇ） 

図２-４ １人 1 日あたり排出量の推移 
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588 556 471 

1,500 

718 

1,543 1,471 1,719 

1,458 

1,529 

2,747 2,671 2,575 

2,341 

2,127 

23.4
22.7 22.9

24.4

21.3

24.3 24.3 24.3

23.9
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0
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4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

H27 H28 H29 H30 H31

直接資源化量
中間処理後再生利用量
集団資源回収量
リサイクル率
リサイクル率（北海道平均）

図２-５ 資源化量とリサイクル率の推移 

５ 資源化量の推移                                   

 資源化量は、平成 25 年度の 5,133ｔをピークに減少傾向で推移していましたが、平成 30

年度は、台風による風倒木が大量に発生し、枝木の処理量が多くなったため増加しています。 

リサイクル率は平成 30 年度に直接資源化量が多くなったことから、24.4％に上昇しまし

たが、北海道のリサイクル率の目標である 30％を下回っています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「環境省 一般廃棄物実態調査 処理状況」（平成 31 年度報告）によります。 

 

リサイクル率 … 資源化量（直接資源化量、中間処理資源化量及び集団資源回収量）が、

ごみ総排出量に占める割合のこと。 

 

直接資源化量 … 再資源化を行う施設を経ずに、直接リサイクルを行う業者に搬入され

る量のこと 

 

中間処理資源化量 … 破砕処理や、バイオガス化処理など、資源化を行う施設における再

生利用量 

【ｔ/年】 【％】 

【年度】 

北海道のリサイクル率の目標（30％） 
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表２-３ 集団資源回収量 

表２-４ 生ごみ搬入量及び処理量 

６ 発生抑制及び減量化、再生利用の施策実施状況                       

（１）集団資源回収 

  町内会などの住民団体が行う集団資源回収に対し、奨励金の交付を行っています。回収

量は、減少傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）生ごみのバイオガス化処理 

  生ごみを分別収集し、下水処理センターでバイオガス化処理を行っています。発生した

メタンガスは、施設内の燃料として使用し、残った残渣は、乾燥おでい肥料として緑農地

還元しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 H27 H28 H29 H30 H31

家庭系生ごみ搬入量 t 1,427 1,413 1,411 1,376 1,369

事業系生ごみ搬入量 t 54 82 380 384 388

搬入量合計 t 1,481 1,495 1,791 1,760 1,757

残渣量 t 338 328 375 358 378

残渣率 ％ 22.80 21.91 20.92 21.21 21.51

バイオガス化処理量 t 1,143 1,167 1,416 1,402 1,379

単位 H27 H28 H29 H30 H31

団体 120 121 122 122 121

t 2,747 2,671 2,575 2,341 2,127

新聞紙 t 1,822 1,755 1,708 1,528 1,389

雑誌 t 298 294 253 233 189

段ボール t 505 499 506 476 447

紙パック t 29 29 28 27 24

雑紙 t 3 2 2 2 2

t 9 9 9 8 7

アルミ缶 t 30 30 30 30 29

スチール缶 t 6 10 4 3 3

くず鉄 t 20 20 12 18 20

布 t 14 12 12 12 15

ﾋﾞｰﾙｹｰｽ等 t 11 11 11 3 2

実施団体数

合　計

紙

びん

金

属

そ

の

他
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表２-５ 拠点回収量 

表２-６ 直接処理委託量 

表２-７ コンポスト及び電動生ごみ処理機助成台数と減量効果 

（３）拠点回収 

古着・古布、廃食用油、小型家電、ミックスペーパーを公共施設等で拠点回収していま

す。回収された資源物は、直接再商品化事業者に出荷され、リサイクルされています。回

収量は、全ての種類が増加傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）直接処理委託 

  リサイクルのため、蛍光管、乾電池、枝木を分別収集し、直接処理委託によりリサイク

ルをしています。排出量は減少傾向で推移していましたが、台風により発生した風倒木の

影響により、平成 30 年度の枝木の排出量が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）コンポスト及び電動生ごみ処理機の購入助成 

  家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化の促進を図るため、コンポスト及び電

動生ごみ処理機の購入費の一部を助成しています。助成台数の減少に伴い、減量効果も減

少傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

項目（ｔ） H27 H28 H29 H30 H31

蛍光管 2 5 2 1 1

乾電池 7 11 9 4 10

枝木 239 213 267 1,071 47

合計 249 229 278 1,076 58

項目（ｔ） H27 H28 H29 H30 H31

古着・古布 15 18 23 28 50

廃食用油 2 2 3 3 3

小型家電 10 12 12 16 59

ミックスペーパー - - 30 119 183

合計 27 32 68 167 295

単位 H27 H28 H29 H30 H31

コンポスト 台 82 61 62 59 48

電動生ごみ処理機 台 9 11 16 10 12

減量効果 t 70 57 47 39 31
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表２-８ リユース家具販売台数と重量 

（６）粗大ごみリユース事業 

粗大ごみとして排出されたものの中から、まだ使用できる家具や自転車に簡易的な修

繕を加え、リユース品として安価で販売しています。１年間で約 160 台、6ｔ程度の家具

等が再利用されています。 

 

 

 

 

 

 

（７）減量化推進事業 

  市民団体と協働し、生ごみの減量化・資源化の推進事業を行っています。コンポスト使

用講習会や段ボールを使用した生ごみのたい肥化についての講習会、庭先講習、環境教育

講習会を行い、平成 31 年度は、約 700 人が参加しています。 

 

（８）食品ロスの削減 

  食品ロスを削減するため、平成 28 年度から「全国おいしい食べきり運動ネットワーク

協議会」に参加し、啓発ポスターを用いた市民及び飲食店等の事業者への啓発を行ってい

ます。また、小学生を対象としたエコクッキングを行い、平成 31 年度は約 200 人が参加

しています。 

 

（９）出前講座の実施 

小学生や町内会、市民団体等を対象として、出前講座や施設見学会を開催し、市民がご

みに対しての問題を認識できる場を設けています。平成 31 年度は 7 団体 300 人程度が受

講しています。 

 

（10）ごみ通信の発行 

ごみに関する情報発信を行うため、月に１度「き・た・ひ・ろごみ通信」を発行し、町

内会回覧やホームページへの掲載による周知・啓発を行っています。平成 26 年度に創刊

し、第 72 号まで発行しています。（令和 2 年 3 月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

単位 H27 H28 H29 H30 H31

リユース家具販売台数 台 155 178 167 164 152

重量 ｔ 7 5 6 5 7
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表２-９ 収集エリア 

表２-１０ 指定ごみ袋の概要 

７ 収集運搬実績                                  

（１）計画収集区域 

計画収集区域は、市の全行政区域としています。 

 

（２）収集運搬体制 

【収集エリア】 

  市全域を３地区６エリアに区分して収集を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収集方式・収集形態】 

 ■収集方式 

  粗大ごみ以外は、ステーション方式を基本としています。粗大ごみは、エリアごとに月

１回の収集日を設け、電話申し込みによる戸別収集を行っています。 

   

  ステーション数：1,103 箇所（令和２年 3 月 31 日現在） 

  粗大ごみ受付数：4,708 件（9,934 個）（平成 31 年度実績） 

 

■収集形態 

  分別の徹底や収集作業の安全性・効率性を向上 

させるほか、市の景観維持、事業系ごみの排除の 

観点から、有料の市指定ごみ袋による収集を行っ 

ています。（資源、粗大ごみを除く） 

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E F

地

域

名

西の里、西の里東、

西の里南、西の里

北、虹ヶ丘、植木村

（大曲）、共栄、共

栄町、北の里

朝日町、東共栄、稲

穂町西、稲穂町東、

東の里、美咲き野、

中の里町内会（中の

沢、富ヶ岡）中央

（1.2丁目）

北進町、広葉町、輝

美町、栄町、美沢、

南の里、富ヶ岡、新

富町西、新富町東、

中央（3～6丁目）、

中の沢

青葉町、若葉町、白

樺町、緑陽町、松葉

町、南町、泉町、里

見町、山手町、高台

町

大曲中央、大曲末

広、大曲光、大曲並

木、大曲幸町、大

曲、大曲緑ヶ丘

大曲柏葉、大曲南ヶ

丘、大曲工業団地、

希望ヶ丘、輪厚、輪

厚元町、輪厚中央、

島松、三島、仁別

月・木地区 火・金地区 水・土地区

種類 分別区分

3 L 6 円

5 L 10 円

10 L 20 円

5 L 10 円

10 L 20 円

20 L 40 円

40 L 80 円

10 L 20 円

40 L 80 円

普通ごみ 1 枚 80 円

200 円

400 円

600 円

ごみ

処理券 粗大ごみ 1 枚

容量、枚数 値段（円/枚）

生ごみ

普通ごみ

破砕

しないごみ

指定袋
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表２-１１ 家庭系ごみ収集運搬量 

【収集頻度】 

地区ごとに、普通ごみと生ごみは週２回、破砕しないごみ、資源ごみ、危険ごみ、有害

ごみは週１回ごみステーションで収集しています。枝木は、7 月と 10 月に無料で地区ご

とに週２回ごみステーションで収集しています。 

 

（３）収集運搬量 

 収集運搬量は、人口減少やクリーンセンターへの自己搬入量の増加により減少傾向で

推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）庭先収集 

要介護認定や身体障害者手帳の交付を受けている方など自らごみをごみステーション

に排出することが困難な方への支援として、自宅の庭先からごみ収集を行う庭先収集（戸

別収集）を行っています。平成 31 年度の対象者は、165 件となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H27 H28 H29 H30 H31

11,540 11,245 11,259 11,029 10,839

7,336 7,143 7,201 7,023 6,760

1,427 1,413 1,411 1,376 1,369

粗大ごみ 190 168 167 181 163

破砕しないごみ 450 403 394 404 440

資源ごみ 1,987 1,961 1,914 1,872 1,970

有害ごみ 8 9 7 7 6

枝木 141 147 164 166 131

普通ごみ

生ごみ

項目（ｔ）

家庭系ごみ収集運搬量
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表２-１２ 資源リサイクルセンターの概要 

表２-１１ バイオマス混合調整棟の概要 表２-１３ バイオマス混合調整棟の概要 

８ 中間処理実績                                 

（１）中間処理施設の概要 

  クリーンセンター内の資源リサイクルセンターにおいて、粗大ごみの破砕処理及び資

源ごみの資源化処理を行うとともに、下水処理センター内のバイオマス混合調整棟にお

いて、生ごみ、し尿・浄化槽汚泥及び下水道汚泥のバイオガス化処理を行っています。施

設概要を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源リサイクルセンター

北広島市輪厚723番地

16ｔ/日

処理方式 破砕・選別方式

処理対象物 粗大ごみ

破砕設備 乾式高速回転破砕機

殲滅設備 磁選機、粒度選別機、風力選別機、アルミ選別機、金属プレス機

集じん設備 サイクロン、バグフィルター

処理方式 選別・圧縮・梱包方式

処理対象物 資源ごみ

選別設備 破袋機、選別コンベア、磁選機

圧縮設備 金属プレス機

梱包設備 圧縮梱包機

破

砕

処

理

資

源

化

処

理

施設名

所在地

処理能力

バイオマス混合調整棟

北広島市富ヶ岡916番地2

17ｔ/日

破砕・選別＋バイオガス化処理方式

生ごみ、し尿浄化槽汚泥、下水道汚泥

破砕選別装置、異物除去装置

下水処理センター　消化槽（中温発酵）

下水処理センター　脱水機、汚泥乾燥機

処理方式

処理対象物

破砕選別設備

発酵槽

汚泥処理

施設名

所在地

処理能力
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表２-１４ 破砕処理量 

表２-１５ 資源化処理量 

（２）中間処理量 

 ①破砕処理 

  搬入された粗大ごみのうち鉄類を多く含むものは、破砕処理を行わず粗大鉄くずとし

て回収業者へ売却しています。また、簡易的な修繕により再使用できる家具や自転車は、

粗大ごみリユース品として安価で販売しています。その他の粗大ごみは、破砕処理で減容

するとともに、有価物の回収を行っており、破砕処理残渣は埋立処理、有価物は破砕鉄く

ずとして売却しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

②資源化処理 

  搬入された資源ごみは、破袋機で破袋した後に、選別コンベアで不適物を取り除き、圧

縮梱包して出荷します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 H27 H28 H29 H30 H31

t 1,990 1,963 1,917 1,874 1,971

資源出荷量 t 1,599 1,538 1,540 1,500 1,589

資源不適物残渣 t 392 425 376 374 382

％ 19.7 21.7 19.6 19.9 19.4

資源化処理量

残渣率

単位 H27 H28 H29 H30 H31

ｔ 264 281 283 310 249

破砕鉄くず出荷量 ｔ 6 8 18 11 8

破砕処理残渣 ｔ 258 273 264 300 241

％ 97.7 97.1 93.5 96.6 96.7

破砕処理量

残渣率
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表２-１６ バイオガス化処理量 

表２-１７ 最終処分場の概要 

 ③バイオガス化処理 

  下水処理センターに搬入された生ごみは、破砕してし尿・浄化槽汚泥と混合し、消化槽

で中温発酵によりメタンガスを発生させます。メタンガスは、下水処理センターの汚泥乾

燥機とボイラーの燃料として使用し、残った汚泥は乾燥おでい肥料として緑農地還元し

ています。事業者への啓発により事業系生ごみ搬入量は増加傾向で推移していますが、家

庭系生ごみは減少しており、搬入量合計は横ばいとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 最終処分実績                               

（１）最終処分場の概要 

 

 

 

 

 

 

  最終処分場は、資源リサイクルセンターと同一の敷地内に設置しており、昭和 54 年 4

月から管理・運営を行い、現在は第６期の最終処分場で埋立処分を行っています。 

  最終処分場で埋め立てている対象物は、普通ごみ、破砕しないごみ、破砕処理残渣、資

源不適物残渣、生ごみ不適物残渣です。 

 

（２）最終処分量の実績 

  最終処分量は、平成 18 年度の 22,725ｔをピークに、ごみの有料化や分別収集の実施に

より減少してきましたが、近年は 15,000ｔ程度で横ばい傾向にあります。 

 

 

 

施設名 北広島市最終処分場 埋立構造 準好気性埋立構造

所在地 北広島市輪厚723番地 埋立開始年 昭和54年

埋立全体容量 1,153,900㎥ 残余容量 62,766㎥

単位 H27 H28 H29 H30 H31

家庭系生ごみ搬入量 t 1,427 1,413 1,411 1,376 1,369

事業系生ごみ搬入量 t 54 82 380 384 388

搬入量合計 t 1,481 1,495 1,791 1,760 1,757

残渣量 t 338 328 375 358 378

残渣率 ％ 22.80 21.91 20.92 21.21 21.51

バイオガス化処理量 t 1,143 1,167 1,416 1,402 1,379
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※全道・全国平均の出典：「環境省 一般廃棄物実態調査 処理状況」 

図２-７ 最終処分率 

15,235 15,214 
14,918 14,809 14,847 

9,000

12,000

15,000

18,000

H27 H28 H29 H30 H31

84.0 84.1 82.6 82.8 82.7 

19.4 19.7 18.2 17.2 

10.0 9.7 9.4 9.0 0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

H27 H28 H29 H30 H31

北広島市 全道平均 全国平均

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）最終処分率 

最終処分率は、80％台で横ばい傾向にあります。焼却処理等による最終処分対象物の減

容化を行っていないため、全道や全国の平均と比べて最終処分率が大きくなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）残余年数 

  令和２年５月に測量を行った結果、残余容量は 62,766 ㎥でした。第６期最終処分場の

計画埋立終了年度は令和７年度ですが、計画値を超える量の廃棄物が排出されており、こ

のままのペースで埋め立てられた場合、令和４年度に埋立が終了する見込みです。 

【ｔ/年】 

【％】 

図２-６ 最終処分量 

【年度】 

【年度】 
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図２-９ 事業系普通ごみの組成分析結果に基づく割合（過去５年間の平均値） 

29.63 ％

19.43 ％25.04 ％

0.83 ％

25.07 ％

26.01 ％

13.12 ％

23.35 ％

18.13 ％

19.40 ％

１０ ごみの組成分析                               

市が毎年実施している普通ごみのごみ質組成分析結果を以下に示します。 

家庭系普通ごみの過去５年間の重量割合の平均値は、生ごみが 29.63％、資源ごみが

19.43％、普通ごみが 25.04％、破砕しないごみが 0.83％、拠点回収品目が 25.07％となって

います。 

事業系普通ごみの過去 5 年間の重量割合の平均値は、生ごみが 26.01％、資源ごみが

13.12％、普通ごみが 23.35％、産業廃棄物が 18.13％、ミックスペーパーが 19.40％となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資源ごみ 普通ごみ 

破砕しないごみ 

拠点回収 

生ごみ 

資源ごみ 

ミックスペーパー 

生ごみ 

図２-８ 家庭系普通ごみの組成分析結果に基づく割合（過去５年間の平均値） 

普通ごみ 
産業廃棄物 
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表２-１８ 家庭系普通ごみの組成分析結果 

表２-１９ 事業系普通ごみの組成分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平均

重量比（%） 重量比（%） 重量比（%） 重量比（%） 重量比（%） 重量比（%）

生ごみ 厨芥類 31.56 27.86 26.01 31.72 30.98 29.63

新聞・チラシ・雑誌 5.04 2.62 4.37 5.23 3.21 4.09

書籍類 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

段ボール 0.27 0.49 0.88 0.22 0.57 0.49

紙パック 0.40 0.44 0.28 0.43 0.38 0.39

その他紙製容器 3.20 1.92 3.14 4.98 4.65 3.58

プラスチック製容器 10.60 8.40 8.03 11.61 12.25 10.18

ペットボトル 0.30 0.09 0.05 0.11 0.14 0.14

発泡トレイ 0.17 0.06 0.08 0.16 0.12 0.12

ビン類 0.26 0.22 0.21 0.55 0.34 0.32

アルミ缶 0.05 0.05 0.01 0.03 0.03 0.03

スチール缶 0.04 0.10 0.00 0.02 0.10 0.05

乾電池 0.04 0.05 0.02 0.00 0.14 0.05

蛍光管 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

資源ごみ計 20.36 14.45 17.07 23.34 21.93 19.43

プラスチック類 2.58 2.13 1.65 1.68 1.49 1.90

ビニール類 1.29 0.92 0.53 0.14 0.27 0.63

木・竹・草 4.51 18.51 7.64 8.72 7.88 9.45

瀬戸・ガラス 0.67 2.03 0.11 0.01 0.37 0.64

紙おむつ - - 13.87 15.53 14.43 14.61

その他 1.55 3.01 3.43 3.75 2.97 2.94

普通ごみ計 10.61 30.12 27.22 29.83 27.41 25.04

ゴム・皮革類 0.05 0.07 0.25 0.11 0.27 0.15

金属類 1.60 0.22 0.52 0.54 0.54 0.68

破砕しないごみ計 1.65 0.29 0.77 0.65 0.81 0.83

その他紙類 33.61 24.80 21.50 13.68 16.91 22.10

布類 2.21 2.48 7.43 0.79 1.96 2.97

拠点回収計 35.82 27.29 28.93 14.46 18.87 25.07

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00合計

家庭系調査年月日

ごみ組成

資源ごみ

普通ごみ

破砕しないごみ

拠点回収

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平均

重量比（%） 重量比（%） 重量比（%） 重量比（%） 重量比（%） 重量比（%）

生ごみ 厨芥類 21.19 32.46 22.23 23.16 30.98 26.01

新聞・チラシ・雑誌 4.81 3.24 4.63 4.93 4.84 4.49

書籍類 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

段ボール 0.78 0.88 1.63 0.87 1.31 1.09

紙パック 0.13 0.42 0.17 0.35 1.05 0.42

ペットボトル 3.18 3.77 3.36 3.46 1.69 3.09

ビン類 3.42 2.69 1.60 2.20 1.40 2.26

アルミ缶 0.77 1.10 0.81 1.10 0.87 0.93

スチール缶 0.96 1.43 0.41 0.78 0.54 0.82

資源ごみ計 14.05 13.53 12.62 13.68 11.70 13.12

紙おむつ - - 1.53 2.25 5.37 3.05

その他紙製容器 8.85 5.26 13.89 10.61 7.96 9.32

木・竹・草 8.01 3.95 11.49 2.27 4.06 5.95

布類 8.81 2.73 3.77 2.33 2.07 3.94

その他 0.99 4.44 0.60 3.63 1.91 2.31

普通ごみ計 26.66 16.38 31.27 21.09 21.37 23.35

産廃対象品目 20.20 16.22 13.50 20.70 20.01 18.13

ミックスペーパー その他紙類 17.90 21.41 20.37 21.36 15.94 19.40

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00合計

調査年月日

ごみ組成

資源ごみ

普通ごみ

産業廃棄物
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表２-２０ 温室効果ガス排出量 

図２-１０ ごみ処理経費 

※全道・全国平均の出典：「環境省 一般廃棄物実態調査 処理状況」 
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4,000

8,000
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1,000,000

H27 H28 H29 H30 H31

ごみ処理経費 １人あたりの年間ごみ処理経費 全道１人あたりのごみ処理経費

１１ 温室効果ガス排出量の実績                              

 ごみの収集運搬から中間処理、最終処分に至るまでの全過程における温室効果ガス排出

量を示します。 

 温室効果ガスは最終処分において最も多く排出されていますが、生ごみの収集量増加に

向けた啓発活動や古着古布、ミックスペーパーの回収量増加により、平成 30 年度から単位

あたりの温室効果ガスの発生量が多い生ごみや紙類、布類の重量割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ ごみ処理経費                                  

 ごみ処理経費の総額は、増加傾向で推移していますが、１人あたりの年間ごみ処理経費は、

全道平均を下回る水準で推移しています。 

 令和６年度からは広域での焼却処理が開始され、千歳市までのごみの運搬費や、焼却施設

の維持管理費など新たな負担が必要になるため、ごみ処理経費の増加が見込まれます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【千円/年】 【円/年・人】 

【年度】 

項目（㎏-CO2/年） H27 H28 H29 H30 H31

収集運搬 200,821 202,489 198,867 188,926 193,976

中間処理 432,940 437,132 438,590 439,552 445,332

最終処分 7,996,050 8,456,063 8,313,488 6,834,300 7,196,650

合計 8,629,811 9,095,683 8,950,944 7,462,778 7,835,958
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表２-２１ 家庭系ごみ排出量の評価 

表２-２2 ごみ総排出量の評価 

表２-2３ 最終処分率の評価 

１３ ごみ処理の評価                           

（１）家庭系ごみ排出量の評価 

  評価指標は、1 人 1 日あたりの家庭系ごみ排出量とし、評価基準は、令和６年度におけ

る北海道の目標値（550ｇ）とします。評価は、評価基準を 100 とした評価指数で評価し

ます。 

過去５年間の評価指数の実績は、評価基準を 5～10 ポイント程度下回った数値で推移

しています。 

 

 

 

 

 

 

（２）ごみ総排出量の評価 

  評価指標は、1 人 1 日あたりのごみ総排出量とし、評価基準は、令和６年度における北

海道の目標値（900ｇ）とします。評価は、評価基準を 100 とした評価指数で評価します。    

過去５年間の評価指数の実績は、評価基準を 5～10 ポイント程度下回った数値で推移

しています。 

 

 

 

 

 

 

（３）最終処分率の評価 

  評価指標は、最終処分率とし、評価基準は、平成 30 年度の全道平均値（17.2％）とし

ます。評価は、評価基準を 100 とした評価指数で評価します。 

過去５年間の評価指数の実績は、評価基準を 80 ポイント程度下回った数値で推移して

いますが、焼却処理等による最終処分対象物の減容化により、全道平均値に近づくことが

見込まれます。 

 

 

 

 

 

H27 H28 H29 H30 H31 評価基準

家庭系ごみ1人1日あたり排出量

（ｇ/人・日）
593 583 593 589 582 550

評価指数 92.2 94.0 92.2 92.9 94.2 100.0

H27 H28 H29 H30 H31 評価基準

1人1日あたりのごみ総排出量

（ｇ/人・日）
962 963 962 952 954 900

評価指数 93.1 93.0 93.1 94.2 93.9 100.0

H27 H28 H29 H30 H31 評価基準

最終処分率（％） 84.0 84.1 82.6 82.8 82.7 17.2

評価指数 20.5 20.5 20.8 20.8 20.8 100.0
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表２-２４ ごみ処理経費の評価 

表２-２５ 現計画の目標達成状況 

H27 H28 H29 H30 H31 評価基準

10,236 11,176 11,517 11,815 12,447 14,780

130.7 124.4 122.1 120.1 115.8 100.0

1人あたりの年間ごみ処理経費（円）

評価指数

（４）ごみ処理経費の評価 

  評価指数は、1 人あたりの年間ごみ処理経費とし、評価基準は、平成 30 年度の全道平

均値（14,780 円）とします。評価は、評価基準を 100 とした評価指数で評価します。 

過去５年間の評価指数の実績は、評価基準に比べ高い水準で推移していますが、減少傾

向となっており、焼却処理の開始に伴いさらに減少することが見込まれます。 

 

 

 

１４ 現計画の目標達成状況                            

 平成 24 年 3 月に策定した「北広島市一般廃棄物処理基本計画」の見直しを行うにあたり、

改定前の計画で掲げた目標と実績を比較します。 

 

（１）家庭系ごみ 

家庭系ごみは、ステーション収集とクリーンセンターへの直接搬入の２つに分けて目標

設定をしています。 

１人１日あたりの（収集）家庭系ごみ排出量の目標は 510ｇ/人・日のところ、平成 31 年

度実績は 509ｇ/人・日で目標を達成しています。 

家庭系直接搬入ごみの排出量の目標は 335ｔ/年ですが、平成 31 年度実績は 1,551ｔ/年

でした。 

 

（２）事業系ごみ 

事業系ごみの排出量の目標は 4,430ｔ/年ですが、平成 31 年度実績は 5,500ｔ/年でした。 

 

（３）リサイクル率 

リサイクル率の目標は 28％ですが、平成 31 年度実績は 21％でした。 

 

（４）温室効果ガス排出量 

１人１日あたり温室効果ガス排出量の目標は 0.313 ㎏-CO２/人・日ですが、平成 31 年度

実績は 0.370 ㎏-CO２/人・日でした。 

 

 

 

 

 

達成状況

１人１日あたりの（収集）家庭ごみ排出量 510 ｇ/人・日 509 ｇ/人・日 〇

家庭系直接搬入ごみの排出量 335 ｔ/年 1,551 ｔ/年 ×

事業系ごみの排出量 4,430 ｔ/年 5,500 ｔ/年 ×

リサイクル率 28 ％ 21 ％ ×

１人１日あたりの温室効果ガス排出量 0.313 ㎏-CO2/人・日 0.370 ㎏-CO2/人・日 ×

目標値 実績値（平成31年度）
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１５ ごみ処理に関する課題                              

（１） 家庭系ごみの減量化 

  １人１日あたりの家庭系ごみの排出量は、全道平均を上回る状況が続いており、削減を

図る必要があります。また、普通ごみの組成分析の結果、分別することでリサイクルでき

るものが、７割程度含まれているため、市民のごみの分別やリサイクルに取り組む意識の

向上のための施策を講じる必要があります。 

 

（２） 事業系ごみの減量化 

 事業系ごみの排出量は、全道平均を下回る状況ですが、令和５年の北海道ボールパーク

F ビレッジの開業等により、事業活動が活発になることが見込まれており、排出量が増加

傾向に転じると予想されます。事業系普通ごみは、組成分析の結果６割程度がリサイクル

可能であり、適正なごみの分別を促進する必要があります。 

 

（３） 収集運搬体制 

  ごみステーションの収集は、市内を３地区（月・木地区、火・金地区、水・土地区）に

分けて週６日の収集を行っていますが、近隣市町村の収集体制（土・日を除く週５日の収

集）や、収集事業者のごみ収集員の確保の観点から、収集頻度や収集曜日などについて検

討を行う必要があります。また、現在のステーション収集は、収集日による収集品目の違

いにより、曜日ごとのごみステーションへの排出量に大きな差があることから、収集作業

の効率化のため、各収集日の収集品目についても検討を行う必要があります。 

  また、令和６年度から広域での焼却処理を行い、焼却施設の建設地である千歳市までご

みを運搬することになるため、運搬効率や経済性を考慮し、市内において中継施設の建設

を検討する必要があります。 

 

（４） 中間処理 

  平成 23 年度から生ごみのバイオガス化処理を下水処理センターで行っていますが、家

庭系生ごみは、当初の計画搬入量の約 60％しか搬入されていません。事業系生ごみは、

平成 29 年度のごみ処理手数料改定の際に、生ごみ処理手数料を据え置くとともに、事業

所の訪問指導を行ったため収集量が増加しましたが、当初の計画搬入量の約 40％にとど

まっており、収集量増加のため市民・事業者への更なる周知、啓発の徹底を行う必要があ

ります。 
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（５） ミックスペーパー（雑紙類）の処理 

  平成 29 年 11 月から家庭系ミックスペーパーの拠点回収を行っていますが、回収量が

想定した量よりも多く、回収バッグに収まらないほどの量が排出されていることや、拠点

までの距離が遠いため、高齢者等の協力が得られづらいことなどから、回収方法の検討を

行う必要があります。また、平成 31 年度から事業系ミックスペーパーの回収を開始しま

したが、分別して排出する事業者が少ないため、事業者への周知や訪問指導の徹底を行う

必要があります。 

 

（６） 最終処分 

  ごみ減量化の推進や資源ごみの分別の徹底、生ごみの資源化等の取り組みにより、埋立

処分量の削減を図っていますが、ごみを減容できる焼却施設を有していないため、埋立処

分量が他自治体と比べて多くなっています。 

  現在使用している第６期最終処分場は、埋立処分を行う期間を 10 年間として整備し、

平成 27 年度から埋立を行っていますが、建設時の計画量を超える量が排出されているこ

とから、埋立期間に影響が出ると見込まれています。令和６年度から広域での焼却処理が

開始され、埋め立てるごみの種類や量が変化するなど、今後、最終処分場を取り巻く環境

が大きく変化していくため、最終処分をどのように行っていくべきかを検討する必要が

あります。 

 

（７） ごみ処理経費 

  本市のごみ処理経費は、全道平均に比べ低い水準にありますが、ここ数年増加傾向で推

移しており、更に、令和６年度から開始される広域での焼却処理に伴い、収集運搬費及び

最終処分費の増加が見込まれることから、今後も、収集運搬から中間処理、最終処分に至

る全ての過程で効率化を図り、可能な限りごみ処理経費の縮減を図っていく必要があり

ます。 

 

（８） 高齢者等のごみ出し困難者への支援 

  ごみ出しの困難な状況にある高齢者等への支援として庭先収集を行っていますが、高

齢化により対象者数が年々増加し、今後も同様の傾向が続いていくことが見込まれるこ

とから、効率的な収集体制や適正な分別・処理の方法について検討する必要があります。 

 

（９） 海洋プラスチック 

   現在、世界全体で年間数百万トンを超えるプラスチックごみが海洋に流出していると

推定されており、地球規模での環境汚染として大きな問題となっていることから、プラ

スチックごみの排出抑制や分別の徹底のほか、海洋流出しても影響の少ないバイオプラ

スチックを用いたごみ袋の利用等を行う必要があります。  
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（10）災害廃棄物の処理体制の整備 

  近年、平成 30 年北海道胆振東部地震などの大地震や、令和元年東日本台風による水害

の発生といった大規模災害が頻発していることから、災害時に発生する廃棄物を適正か

つ迅速に処理する体制を整えるため、早急に災害廃棄物処理計画を策定する必要があり

ます。 

 

（11）クリーンセンター内レイアウトの見直し 

昭和 54 年に建てられた管理棟は老朽化しており、建替えを含めた更新・修繕を検討す

る必要があります。また、近年、家庭系ごみのクリーンセンターへの直接搬入が大幅に増

加していることから、クリーンセンター内の混雑回避や安全確保などに対応するととも

に、ごみ処理の広域化に対応したクリーンセンター施設全体のレイアウトの見直しを検

討する必要があります。 

 

 

１６ クリーン北広島推進審議会                           

 令和 2 年 6 月 3 日にクリーン北広島推進審議会に対し、市長より「ごみ減量化の具体的方

策について」及び「ごみ処理の広域化に向けた体制の整備について」の審議について以下の

とおり諮問しました。 

 諮問書を受け、クリーン北広島推進審議会において計５回の審議を行い、令和 2 年 11 月

16 日に「ごみ減量化の具体的方策及びごみ処理の広域化に向けた体制の整備について」と

題した答申書がまとめられ、以下のとおり市長へ交付されました。 
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北広環境第１６６号 

令和２年６月３日 

 

クリーン北広島推進審議会 会長 様 

                      北広島市長 上野 正三  

 

諮 問 書 

 

 国が循環型社会の形成実現に向け、「循環型社会形成推進基本法」を制定して

から２０年が経過し、廃棄物処理行政を取り巻く状況も社会情勢の変化に伴い、

時々刻々と変化しております。 

 

北広島市の廃棄物行政におきましては、限られた最終処分場の延命化のため、

生ごみの分別収集量増加につきましては、平成２７年度から生ごみを排出してい

る事業所に対する訪問指導を、平成２８年度から市職員による早朝ごみステーシ

ョン啓発を行っており、雑紙類の資源化につきましては、平成２９年度から家庭

系ミックスペーパーの拠点回収を、平成３０年度から事業系ミックスペーパーの

分別収集を実施するなど、ごみの減量化に努めてきたところであります。 

 

 これらの取組により、生ごみやミックスペーパーを含む資源ごみの収集量は増

加傾向にありますが、現行の一般廃棄物処理基本計画における減量化・資源化目

標に届かない実績であり、分別の更なる徹底が課題となっております。 

 また、工業団地の造成等による事業活動の活発化により、事業系ごみが増加傾

向にあり、令和５年度開業予定の北海道ボールパークＦビレッジの影響により更

なる増加も見込まれます。 

 

 加えて道央廃棄物処理組合による広域でのごみの焼却処理が令和６年度から開

始される予定であり、ごみ分別区分や収集運搬など、本市におけるごみ処理シス

テムが大きく変化することから、ごみ処理方法や処理施設など様々な体制の整備

を進める必要があります。 

 

 つきましては、一般廃棄物処理基本計画改定の方向性を検討するため、下記の

事項についてご審議くださるよう諮問いたします。 

 

記 

 

１ ごみの減量化の具体的方策について 

２ ごみ処理の広域化に向けた体制の整備について 
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ごみ減量化の具体的方策 

及び 

ごみ処理の広域化に向けた体制の整備について 

（答申） 

 

 

 

 

 

 

令和２年１１月 

クリーン北広島推進審議会 
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令和２年１１月１６日  

 

 北広島市長  上野  正三  様  

 

クリーン北広島推進審議会  

会長  石井  一英  

 

 

ごみの減量化の具体的方策及びごみ処理の広域化に向けた体制  

  の整備について（答申）  

 

 令和２年６月３日付けで諮問のあったごみの減量化の具体的方策及びごみ

処理の広域化に向けた体制の整備について、次のとおり答申いたします。  
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答 申 書 

 

 北広島市は、平成２３年度に一般廃棄物処理基本計画を策定し、びん・缶・

ペットボトル、プラスチック製容器包装ごみ、紙製容器包装ごみ、生ごみ、ミ

ックスペーパーなどの資源化を中心とした廃棄物の３Ｒと適正処理の推進を

図ってきましたが、焼却施設を保有していないことから、それ以外の普通ご

みなどの埋立を基本とした一般廃棄物の管理を行ってきました。  

現在、令和５年の北海道ボールパークＦビレッジ開業や、令和６年度のご

み処理の広域化の開始が予定されており、ごみの発生量増加や処理システム

に大きな変化が見込まれていることから、一般廃棄物処理基本計画を見直し

改定することになりました。  

北広島市の一般廃棄物に関する現状として、家庭系ごみについては、生ご

みを専用袋に入れて普通ごみと分別排出することがなかなか浸透せず、また、

ミックスペーパーにおいてもリサイクル可能なものが、普通ごみとして排出

されており、更なる分別による減量化の施策が求められるところです。  

事業系ごみについては、一部の事業所への訪問指導の成果として、生ごみ

分別量は増加傾向で推移しているものの、まだ一部にとどまっており、また、

ミックスペーパーの分別も進んでいないことから、早急な分別・減量化対策

が必要な状況にあります。  

平成２７年度から埋め立てを開始している第６期最終処分場においては、

計画量を大きく超える量のごみが埋め立てられており、最終処分場の延命化

を図るべき逼迫した状況になっていること、そして前述しましたように、ご

み処理の広域化により焼却処理が開始することなど、廃棄物行政を取り巻く

環境が大きく変わろうとしています。  

今審議会では、一般廃棄物処理基本計画改定の方向性を検討するため、「ご

みの減量化の具体的方策及びごみ処理の広域化に向けた体制の整備について」

の諮問を受け、審議を行った結果、「１  家庭系ごみの減量化方策」、「２  事

業系ごみの減量化方策」、「３  広域化に向けた体制の整備」、について以下の

とおり答申するものです。  
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１  家庭系ごみの減量化方策について  

（１）生ごみの分別率向上について  

 過去の審議会からの答申を受け、市民に対して資源となる生ごみ分別の周

知徹底・指導を行ってきた経緯があるが、普通ごみの組成分析の結果では生

ごみが未だ約３０％混入している状況である。生ごみを普通ごみの袋に入れ

て排出しても収集されることが、分別が進まない主な要因であると考えられ

ることから、生ごみ分別の仕方などの周知を再度行ったうえで、生ごみが普

通ごみに多量に混入している場合には、不適正ごみとして収集をせず、ごみ

ステーションに置いていくなど、厳しい対応をすることも必要である。  

 

（２）ミックスペーパーの分別率向上について  

 普通ごみの組成分析の結果、ミックスペーパーの対象となる紙類が約１

５％混入している状況である。平成２９年度からミックスペーパーの拠点回

収が開始され、収集量は増加傾向だが、高齢者などの遠くの拠点まで運搬す

ることが困難な方は排出が難しい状況である。よって今後は、回収拠点を増

加させミックスペーパーの分別に取り組みやすい環境にしていくことが必要

である。  

 

（３）自己搬入受入基準の厳格化について  

 クリーンセンターでは、自己搬入の受入を市民サービスとして行っている

が、近年、搬入量が増加傾向にあり、１０年前の約５倍になっている。受入基

準としての分別が守られないため作業員の大きな負担になっていること、そ

して、資源回収が進まず最終処分量の削減が見られないことから、今後は、

分別が不十分である場合には受け入れを拒否するなど、受入基準を厳格化す

ることが必要である。  

 

 

２  事業系ごみの減量化方策について  

（１）生ごみ及びミックスペーパーの分別率向上について  

 事業系普通ごみの組成分析の結果、生ごみとミックスペーパーの対象とな

る紙類が多量に混入している状況である。事業系ごみは廃棄方法が多様であ

り、実態が把握しづらいことから、廃棄物を多量に排出する大規模事業所を

対象に事業所訪問を行い、適正な分別・減量化を促進することが必要である。  
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（２）受入基準の厳格化及び展開検査の実施について  

クリーンセンターでは、受け入れた事業系ごみの中身の確認が不十分なた

め、事業系一般廃棄物に本来分別すべき産業廃棄物などの不適物が混入して

いる状況が多く見られている。混入防止のため、中身の確認を徹底し、受入

基準を厳格化することや、展開検査を抜き打ち実施して、不適物が確認され

た場合には受け入れを拒否することが必要である。  

 

（３）事業系一般廃棄物処理手数料の適正化について  

平成２９年度から事業系一般廃棄物処理手数料を１１８円／１０㎏、事業

系生ごみ処理手数料を８６円／１０㎏としている。事業系一般廃棄物処理手

数料は、事業系一般廃棄物に関する費用の１／２の額として算出しているが、

消費税の増税や人件費の上昇など、処理費用が増加傾向にあることから、手

数料の算出方法も含め処理手数料の適正化について検討が必要である。  

 

 

３  広域化に向けた体制の再構築について  

（１）ごみステーションの収集体制見直しについて  

 現在、市内を３地区に分類し、それぞれ週２回（月～土曜日）ごみステーシ

ョンから収集を行っている。収集員の働き方改革の推進や、１つのごみボッ

クスに多品目が排出されていることによる収集効率低下の解消及び分別促進

などの観点から、収集を行う曜日や、１日に回収する品目数を変更するなど

の収集運搬体制の再構築が必要である。  

 

（２）焼却施設までの効率的かつ経済的な運搬について  

令和６年度からごみ処理の広域化により建設される焼却施設（千歳市）ま

で可燃ごみを運搬する予定であることから、運搬距離がこれまでより長くな

るため、分別すべき生ごみなどの資源を可燃ごみに混ざらないよう徹底して

可燃ごみの量を減らし、大型車両にごみを積み替えて焼却施設まで運搬する

ための中継施設を整備するなど、効率的かつ経済的な運搬方法について検討

が必要である。  
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（３）最終処分場の確保について  

 令和２年５月に行われた測量調査の結果、現在使用している第６期最終処

分場の残容量は３７％であり、焼却処理が開始される令和６年度より早く埋

立が終了する見込みである。家庭系・事業系ごみの最終処分量の一層の削減

はもとより、かさ上げを行うなど、最終処分場の確保が必要である。  

 

 

４  その他  

（１）多様な媒体を用いた周知について  

 現在、ごみ分別冊子「クリーンタウン北広島」や市ホームページなどを用

いてごみに関する情報の周知を行っている。しかし、学生などの若年層に情

報が行き届きづらいことや、ホームページから分別方法などの知りたい情報

を得ることが難しいといった課題があるため、検索のしやすいごみ分別アプ

リの導入や、ごみ袋にホームページの分別方法ページを読み込むＱＲコード

を印刷するなど、多様な媒体を用いた周知が必要である。  

 

（２）市民団体などとの協働体制の構築について  

 現在、環境に関する市民団体と協働し、リサイクルの推進などに関する講

習会や、見学研修会を行っている。市としては、焼却処理の開始に伴う分別

区分や収集体制の変更に関する市民説明会を行う予定である。さらに幅広い

層の市民に周知するため、環境に関する市民団体及び町内会などとの協働体

制の構築が必要である。  

 

 

５  まとめ  

今回答申する内容は、諮問の「ごみ減量化の具体的方策」及び「ごみ処理の

広域化に向けた体制の整備」についてであるが、市が検討している施策を実

現するためには、市長のリーダーシップのもと、市、市民及び事業者の３者

がそれぞれの役割や責任を果たしていく必要がある。  

特に、現在使用している第６期最終処分場は、計画量を超える廃棄物が埋

め立てられ、極めて逼迫している状況にある。生ごみの分別の強化及び事業

系ごみの分別・減量化については、上記で提言したように市が主体となり、

市民や事業者の協力と理解を得ながら、時には基準を厳格化し厳しい対応を

とるなど、徹底的に取り組まなければならない。また、施策の見直しと検証

を随時行いながら進めていくべきである。  
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令和５年の北海道ボールパークＦビレッジ開業、令和６年度のごみ処理の

広域化による焼却処理の開始など、ごみの分別方法や収集体制に大きな変化

がある今こそ、市民のごみに対する意識や行動を変える絶好の機会であると

考える。市長から市民へ、北広島市の環境とごみ処理についての発信、ＳＤ

Ｇｓの目標達成や脱プラスチックなどの新たな課題の解決に向けた今後の市

の取組を期待する。  

最後に、今回の答申をもとに、ごみの減量化とごみ処理の広域化に向けた

新たな一般廃棄物管理体制が構築され、次世代に向けた北広島市の環境保全

を願い、答申の結びとする。                     

以上  
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第２章 ごみ処理基本計画 

１ 基本理念                                  

 「北広島市総合計画（第 6 次）」で示されたまちづくりのテーマである“自然と創造の調和

した豊かな都市”を目指していくためには、環境政策の面から、「循環型社会形成推進基本法」

の基本理念である「天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が可能なかぎり低減される循環

型社会の実現」を目指す必要があります。そのためには、市民、事業者、行政の３者が役割

分担のもと、連携・協働して環境に配慮した具体的な行動を起こすことが最も重要です。 

 以上を踏まえ、本計画における基本理念を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“自然と創造の調和した豊かな都市”を目指し、市民、事業者、行政が 

協働・連携し、一体となって「循環型社会」の実現を目指します。 
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２ 基本方針                                  

 「北広島市総合計画（第 6 次）」における分野別計画では、“住みよい環境にかこまれたま

ち”に位置づけられ、廃棄物に関する基本的方向を「ごみの減量化とリサイクルを推進する

ため、集団資源回収の促進やリサイクル意識の高揚を図り、ごみの適正処理を進める」、「ボ

ールパークの開業に向けて、ごみ処理に関する関係機関との協議を進める」、「最終処分場周

辺の延命化を図るとともに、最終処分場周辺の環境整備に取り組む」、「容器包装リサイクル

法などに基づく分別収集を行うほか、新たにリサイクル可能な資源物の分別、収集方法や拠

点回収の充実を図る」、「広域による可燃ごみの処理に向けて、各種実施体制を整備する」と

しています。 

 以上を踏まえ本計画における基本方針を定めます。また、これらの方針の推進により達成

される SDGｓ（持続可能な開発目標）を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年「持続可能な開発に関するサミット」において、2030 年までに目指す

べき 17 の目標を定めた「持続可能な開発目標 SDGｓ（Sustainable Development 

Goals）」が新しい世界の目標として採択されました。地球上の「誰一人取り残さ

ない（leave no one behind）」ことを誓っていて、発展途上国のみならず、先進国

自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものなので、日本として、また本市と

しても積極的に取り組む必要があります。 

SDGｓとは？ 
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 家庭や事業所から排出されるごみの減量化・資源化を進める取組により、３R をさらに推

進し、環境保全と経済活動が調和した持続可能な循環型社会の推進を目指します。 

 

 

 

 

 周辺市町との広域処理の実現へ向けた協議を進め、更なるごみの適正な処理・処分を推進

し、環境負荷の低減に取り組みます。また、最終処分場の延命化に努めるとともに、既存の

最終処分場の嵩上げや新たな最終処分場の確保を検討します。 

 

 

 

 

市民・事業者・行政それぞれの役割と責任を明らかにし、互いに協働・連携して、わかり

やすい目標のもと、ごみの減量化、資源化に向けて積極的に行動できる仕組みを構築します。 

 

 

 

 

 市民と協働した美化運動や、廃棄物パトロールの監視強化による不法投棄対策を進め、清

潔なまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 すべての市民・事業者が環境問題に関する情報を共有し、環境にやさしいライフスタイル

や事業スタイルが実践できるよう、ごみ処理に係る情報を積極的に提供するとともに、幅広

い世代での環境教育・環境学習の場や機会を提供するほか、小中学校での環境教育の実施に

より、次世代の循環型社会の担い手を育みます。 

 

 

 

 

基本方針１ ： ３R のより一層の推進 

基本方針２ ： 環境負荷の少ない効率的で 

安定した処理、処分の推進 

基本方針４ ： きれいなまちづくりの推進 

基本方針５ ： 情報発信と環境教育・環境学習の充実 

基本方針３ ： 市民・事業者・行政の 

パートナーシップ構築 
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３ 計画目標                                   

 本計画では、計画期間内にごみ処理システムが大きく変化することから、焼却処理が始ま

る前の令和５年度までと、焼却処理が始まる令和 6 年度から計画目標年度である令和８年

度までの２つの年度における目標を設定します。 

 

〇令和３年度～令和５年度における目標 

 

 

 

 家庭系ごみの排出量は平成 31 年度実績で 12,391ｔ/年、１人１日あたりの家庭系ごみ排

出量は 582ｇ/人・日でした。令和５年度までに１人１日あたりの家庭系ごみ排出量 560ｇ/

人・日以下（排出量：11,425ｔ/年）に減量することを目指します。 

 

 

 

 

 事業系ごみの排出量は平成 31 年度実績で 5,500ｔ/年でした。北海道ボールパーク F ビレ

ッジの開業等により事業系ごみの増加が見込まれることから、令和 5 年度における事業系

ごみ排出量の増加を平成 31 年度比の 105％未満（5,615ｔ/年）に抑えることを目指します。 

 

 

 

 

 生ごみの収集量は平成 31 年度実績で 1,757ｔ/年（家庭系生ごみ 1,369ｔ、事業系生ごみ

388ｔ）でした。令和５年度の生ごみ収集量を平成 31 年度比の 150％以上の 2,641ｔ/年（家

庭系生ごみ 1,705ｔ、事業系生ごみ 936ｔ）に増加させることを目指します。 

 

 

 

 

 最終処分量は平成 31 年度実績値で 15,494ｔ/年でした。令和 5 年度までに最終処分量を

平成 31 年度比 90％以下の 13,833ｔ/年に減量させることを目指します。 

 

 

 

（１） １人１日あたり家庭系ごみ排出量 ： 560ｇ/人・日以下に減量する 

 

（２） 事業系ごみ排出量 ： 105％未満（平成 31 年度比）に抑える 

 

（３） 生ごみ収集量 ： 150％以上（平成 31 年度比）に増加させる 

 

（４） 最終処分量 ： 90％以下（平成 31 年度比）に減量する 
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〇令和 6 年度～令和８年度における目標 

 

 

 

 家庭系ごみの排出量は平成 31 年度実績で 12,391ｔ/年、１人１日あたりの家庭系ごみ排

出量は 582ｇ/人・日でした。令和８年度までに１人１日あたりの家庭系ごみ排出量 550ｇ/

人・日以下に減量することを目指します。 

※１人１日あたり 32ｇの減量が必要であり、Ａ４用紙１枚が約５ｇなので、Ａ４用紙７枚程度の減量が目標となります。 

 

 

 

 

 事業系ごみの排出量は平成 31 年度実績で 5,500ｔ/年でした。令和５年の北海道ボールパ

ーク F ビレッジ等の開業により事業系ごみの増加が見込まれることから、令和８年度にお

ける事業系ごみ排出量の増加を平成 31 年度比の 105％未満（5,615ｔ/年）に抑えることを

目指します。 

 

 

 

 

 生ごみの収集量は平成 31 年度実績で 1,757ｔ/年（家庭系生ごみ 1,369ｔ、事業系生ごみ

388ｔ）でした。市民・事業者と協力・協働し、令和 8 年度までに生ごみの収集量を平成 31

年度比の 150％以上の 2,715ｔ/年（家庭系生ごみ 1,779ｔ、事業系生ごみ 936ｔ）に増加さ

せることを目指します。 

 

 

 

 

 焼却対象ごみ排出量は平成 31 年度推計値で 13,741ｔ/年（家庭系焼却対象ごみ 8,314ｔ、

事業系焼却対象ごみ 4,805ｔ、中間処理残渣 623ｔ ※現在は埋立処分を行っているため推

計値）でした。令和 6 年度から広域での焼却処理へと処理方法が変わることから、令和 8 年

度の焼却対象ごみを平成 31年度比 85％以下の 11,378ｔ/年（家庭系焼却対象ごみ 6,381ｔ、

事業系埋立対象ごみ 4,121ｔ、中間処理残渣 876ｔ）に減量させることを目指します。 

※焼却対象ごみの種類は今後変更される可能性があるため、変更があった場合は適宜目標値も変更することとします 

 

 

（１） １人１日あたり家庭系ごみ排出量 ： 550ｇ/人・日以下に減量する 

 

（２） 事業系ごみ排出量 ： 105％未満（平成 31 年度比）に抑える 

 

（３） 生ごみ収集量 ： 150％以上（平成 31 年度比）に増加させる 

 

（４） 焼却対象ごみ排出量 ： 85％以下（平成 31 年度比）に減量する 
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４ 市民・事業者・行政の役割                        

 ごみの減量化・資源化を図るためには、市民・事業者・行政の役割と責任を明確に示し、

それぞれの役割に応じた取組を確実に実践するとともに、協調して、一体的に推進する必要

があります。このため、目標達成に向けた各実施主体の具体的な役割を示し、取組を強化し

ていきます。 

 

（１）市民の役割 

  市民は、ごみの排出者であるという自覚・責任を持ち、自らの生活様式を見直し、ごみ

の排出抑制やリサイクルに努めることが大切です。そして、ごみ問題に対する関心と理解

を深めるため、環境学習や環境活動、循環型のまちづくりを推進する取組に積極的に参

加・協力することが求められます。 

 

（２）事業者の役割 

  事業者は、事業活動に伴って生じるごみの排出抑制に努め、自らの責任において適正に

処理する必要があります。また、生産・製造・サービス提供など、あらゆる過程において

製品やサービス等がごみにならないよう配慮することや、環境活動への参加、行政施策へ

の協力が求められます。 

 

（３）行政の役割 

  市は、一般廃棄物の統括的な処理責任者として、適正処理を推進するため、計画の策定、

目標の設定を行い、安定したごみ処理体制を整備・維持します。また、市民や事業者がご

みの排出抑制やリサイクルに向けた行動を円滑に行えるよう、情報提供などによる啓発

を行うとともに、自主・自発的活動を促進し、市民・事業者との連携による循環型のまち

づくりに積極的に取り組みます。 
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５ 施策の体系                                  

基本理念の実現に向け、基本方針を設定し、各施策を展開します。 

 

基本方針１ ３R のより一層の推進  

（１） 集団資源回収の奨励 

（２） 生ごみのバイオガス化処理 

（３） ミックスペーパー（雑紙類）の資源化 

（４） 資源ごみの分別収集 

（５） コンポスト及び電動生ごみ処理機の購入助成 

（６） 拠点回収の促進 

（７） 粗大ごみの再利用 

（８） イベントごみの分別 

（９） 朝のごみステーションの啓発活動 

（10） その他３R に関する活動の奨励 

 

基本方針２ 環境負荷の少ない効率的で安定した処理、処分の推進  

（１） 処理困難物の適正な処理の推進 

（２） 紙おむつ使用者へのごみ袋助成 

（３） ごみ出し困難者への支援 

（４） 広域での焼却処理に向けた分別区分の変更 

（５） ごみ処理手数料の適正化 

（６） 中継施設建設の検討とクリーンセンター内レイアウトの見直し 

（７） 最終処分場の整備 

（８） 事業系ごみの展開検査の実施 

（９） 災害廃棄物処理計画の策定 
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基本方針３ 市民・事業者・行政のパートナーシップ構築  

（１） ごみステーションの管理 

（２） 大規模建築物の事業所訪問指導の実施 

（３） 環境に関する市民団体との協働 

（４） 市民アンケートの実施 

（５） 食品ロスの削減 

 

基本方針４ きれいなまちづくりの推進  

（１） 不適正排出対策の実施 

（２） 市内一斉清掃の実施 

（３） 最終処分場周辺の環境保全 

（４） 不法投棄対策の実施 

（５） 効率的で経済的な収集運搬体制の構築 

（６） バイオマスプラスチックを用いた指定ごみ袋の作製 

 

基本方針５ 情報発信と環境学習の充実  

（１） 出前講座の実施 

（２） ごみ通信の発行 

（３） 転入者に対する啓発 

（４） ごみ分別アプリの導入 
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６ 基本方針に基づく施策の実践                           

基本方針１ ３R のより一層の推進  

 

（１）集団資源回収の奨励 

地域の町内会等が行う集団資源回収は、最終処分場に埋め立てられるごみの減量とリ

サイクル意識の向上に大きな効果があるとともに、地域コミュニティの活性化にも寄与

する事業であるため、奨励金を交付し、資源回収の促進を図ります。 

 

（２）生ごみのバイオガス化処理 

最終処分場の延命化や食品残渣のリサイクルのため、生ごみを分別収集し、下水処理セ

ンターでバイオガス化処理を行います。発生したメタンガスは、施設内の燃料として使用

し、乾燥させた残渣は、乾燥おでい肥料として市内農家や市民に販売し、緑農地還元しま

す。 

 

（３）ミックスペーパー（雑紙類）の資源化 

家庭から排出されたミックスペーパーを拠点回収し、リサイクルします。拠点の拡大や、

住民集会所での回収など市民が利用しやすい収集方法を検討します。 

事業系ミックスペーパーの回収は、事業者への戸別訪問による指導や、より効率的な回

収方法について検討します。 

 

（４）資源ごみの分別収集 

紙製容器包装ごみ、段ボール、紙パック、新聞紙、雑誌、プラスチック製容器包装ごみ、

びん・缶・ペットボトル、枝木（7、10 月のみ）を無料で収集し、リサイクルします。 

 

（５）コンポスト及び電動生ごみ処理機の購入助成 

家庭から排出される生ごみの自家処理を促進するため、コンポスト及び電動生ごみ処

理機の購入者に対して助成します。 

 

（６）拠点回収の促進 

古着・古布、小型家電、廃食用油、ミックスペーパーを公共施設等で拠点回収します。 

 

（７）粗大ごみの再利用 

粗大ごみとして排出されたものの中から、まだ使用できる家具や自転車に簡易的な修

繕を加え、リユース品として安価で販売します。 
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（８）イベントごみの分別 

多量のごみが発生するお祭り等のイベント会場でのごみの分別を行います。 

 

（９）朝のごみステーションの啓発活動 

ごみステーションを管理する町内会等からの適正排出についての報告書等を基にして、

朝のごみ出しの時間帯に分別状況の悪いごみステーションにおいて、適正な分別やルー

ルの確認等の啓発活動を行います。 

 

（10）その他３R に関する活動の奨励 

環境負荷に配慮したリサイクル製品などのグリーン購入や、使用したものを再利用す

るフリーマーケットなど、更なる３R の促進に寄与する活動を奨励します。 

 

 

基本方針２ 環境負荷の少ない効率的で安定した処理、処分の推進  

 

（１）処理困難物の適正な処理の推進 

乾電池や蛍光管等の有害ごみ、家電４品目の対象品、パソコン、二輪車、感染性一般廃

棄物等の特別管理一般廃棄物など、市では処理することができないごみの適正な処理を

推進するため、回収業者や処理方法についての情報発信を行います。 

 

（２）紙おむつ使用者へのごみ袋助成 

減量努力が困難な紙おむつを使用する乳幼児や高齢者等のいる世帯に対し、一定数の

ごみ袋を助成します。 

 

（３）ごみ出し困難者への支援 

高齢者や身体に障がいのある方など、ごみステーションまでごみを運ぶことが困難な

市民を対象とした庭先収集を行います。 

 

（４）広域処理での焼却処理に向けた分別区分の変更 

可燃ごみと不燃ごみを分別するため、分別区分の変更を行います。また、広域化に伴い、

更なる減量化・資源化のためのごみ分別区分について検討します。 

 

（５）ごみ処理手数料の適正化 

人件費の上昇や消費税の増税に加え、焼却施設の稼働開始により、ごみ処理経費の増加

が見込まれることから、負担の公平化等のため、ごみ処理手数料の適正化を検討します。 
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（６）中継施設建設の検討とクリーンセンター内レイアウトの見直し 

令和６年度からの焼却処理の開始に伴い、ごみの運搬する距離と時間が長くなること

から、効率性と経済性を考慮した中継施設の建設を検討します。また、管理棟の老朽化や

クリーンセンター内の混雑回避、安全確保などに対応するため、クリーンセンター内レイ

アウトの見直しを検討します。 

 

（７）最終処分場の整備 

令和６年度から広域での焼却処理が開始され、埋め立てるごみの種類や量が変化する

など、最終処分場を取り巻く環境が大きく変化するため、新たな最終処分場の整備や、既

存の最終処分場の嵩上げなど、最終処分場の安定的な確保について検討します。 

 

（８）事業系ごみの展開検査の実施 

最終処分場の延命化のため、クリーンセンターにおいて、事業系ごみに不適物が混入し

ていないかを確認する展開検査を定期的に行い、適正な排出を指導します。 

 

（９）災害廃棄物処理計画の策定 

  災害時に発生する廃棄物を適正かつ迅速に処理する体制を整備しておく必要があるこ

とから、災害廃棄物処理計画を策定します。 

 

 

基本方針３ 市民・事業者・行政のパートナーシップ構築  

 

（１）ごみステーションの管理 

ごみの適正排出による収集効率の向上と、ごみステーションの衛生的な管理を図るた

め、町内会等にごみステーションの整備に係る費用の一部を補助します。 

また、不適正ごみの排出抑制のため、町内会等が自ら管理するごみステーションを日常

的に巡回し、状況報告をしていただく適正排出協力事業を実施するとともに、協力町内会

等との意見交換会を開催し、市民と行政の対話の場を設けます。 

 

（２）大規模建築物の事業所訪問指導の実施 

北広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例によって、事業系廃棄物の減量及び適正

な処理に関する計画書等の提出が義務づけられている大規模建築物の所有者について、

計画書等の内容から、分別品目や、分別方法の改善を目的とした事業所訪問指導を行いま

す。 
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（３）環境に関する市民団体との協働 

市民団体との協働により、リサイクル等に関する講習会や見学研修会などの啓発事業

を実施します。 

 

（４）市民アンケートの実施 

ごみの分別やリサイクルに関する意識、収集方法等に関する市民アンケートを定期的

に行い、集計結果の施策への反映について検討します。 

 

（５）食品ロスの削減 

食品ロスを削減するため、市民、飲食店等の事業者への啓発や、小学生を対象としたエ

コクッキング（規格外品の使用や地産地消を意識した調理）を行います。また市民や事業

者と連携し、周知、普及拡大方法について検討します。 

 

基本方針４ きれいなまちづくりの推進  

 

（１）不適正排出対策の実施 

ごみステーションの管理状況の確認や、ごみ出しルールの周知啓発のため、廃棄物パト

ロール員によるごみステーションのパトロールを行います。また、ごみステーションにお

いて不適正排出が確認された場合、収集しない理由を示したシールを貼るなど、不適正排

出者へ注意を促します。 

 

（２）市内一斉清掃の実施 

市内一斉清掃の日を定め、ボランティア袋の配布によるごみ拾いを行い、地域の美化運

動を推進します。 

 

（３）最終処分場周辺の環境保全 

最終処分場の周辺環境の改善のため、処分場周辺の清掃や有害鳥獣の駆除、周辺に居住

する住民等が実施する鳥獣被害防除に対し補助金を交付します。また、悪臭や騒音等の調

査を行い、周辺環境の保全を図ります。 

 

（４）不法投棄対策の実施 

不法投棄を防止するため、市内各所に啓発用のぼり旗を設置します。また、パトロール

を行い、市有地における不法投棄物の回収を行います。 
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（５）効率的で経済的な収集運搬体制の構築 

  広域での焼却処理に向けて、新たな分別区分により、曜日ごとの収集量を平準化するな

ど効率的で経済的な収集運搬体制を構築するとともに、土曜日収集の廃止など収集業務

における労働環境の改善による安定的な収集運搬業務の継続についても検討を行います。 

 

（６）バイオマスプラスチックを用いた指定ごみ袋の作製 

  海洋プラスチックを減少させる等の環境負荷軽減の観点から、石油由来プラスチック

から、バイオマス由来のプラスチックへの転換が求められているため、バイオマスプラ

スチック製の指定ごみ袋の導入を検討します。 

 

基本方針５ 情報発信と環境学習の充実  

 

（１）出前講座の実施 

小学生や町内会、市民団体を対象として、出前講座や施設見学会を開催し、市民がごみ

に対しての問題を認識できる場を設けます。 

 

（２）ごみ通信の発行 

ごみに関する情報発信を行うため、定期的に「き・た・ひ・ろごみ通信」を発行します。 

 

（３）転入者に対する啓発 

ごみの排出方法や処理方法は自治体によって異なることから、転入者に対し、ごみ分別

冊子と指定ごみ袋を詰め合わせた「転入者セット」を配布することで、ごみ分別のルール

について啓発を行います。 

 

（４）ごみ分別アプリの導入 

比較的ごみの分別意識が低いとされている若年層や、外国人への情報発信の強化とし

て、ごみ分別アプリの導入を検討します。 
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図２-１１ 人口予測 

※出典：「国立社会保障・人口問題研究所」 

７ ごみ排出量の予測                                  

（１）人口予測 

  人口の将来予測は、国立社会保障・人口問題研究所による推計結果を採用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【人】 

【年度】 

57,339 
56,870 

56,401 
55,932 

55,463 
54,990 

54,445 
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表２-２６ 実績値から算出したごみ総排出量の予測 

（２）実績値から算出したごみ総排出量の予測 

過去５年間の実績値から推計したごみ総排出量の見込みを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

人 57,339 56,870 56,401 55,932 55,463 54,990 54,445

ｇ/人・日 585 582 579 577 576 573 571

ｇ/人・日 487 485 482 480 480 478 476

ｔ 12,233 12,085 11,923 11,774 11,659 11,511 11,346

ｔ 6,667 6,533 6,399 6,265

ｔ 1,575 1,600 1,625 1,650 1,508 1,530 1,553

ｔ 168 170 173

ｔ 6,225 6,098 5,970

ｔ 375 368 361

ｔ 1,345 1,335 1,312 1,301 1,278 1,267 1,244

ｔ 172 171 169 168 166 165 163

ｔ 423 423 423 422

ｔ 1,902 1,876 1,850 1,824 1,797 1,771 1,744

ｔ 221 219 218 216 215 213 212

ｔ 631 626 620 615 610 605 599

ｔ 179 174 168 163 157 152 146

ｔ 6 6 5 5 5 5 4

ｔ 73 68 62 57 52 47 41

ｔ 793 784 776 767 759 750 742

ｔ 6 6 6 5 5 5 4

ｔ 143 142 140 139 138 136 135

ｔ 2,027 1,927 1,827 1,727 1,627 1,527 1,427

ｔ 288 303 305 303 301 299 297

ｔ 210 225 226 224 222 220 218

ｔ 3 3 4 4 4 4 4

ｔ 40 40 40 40 40 40 40

ｔ 35 35 35 35 35 35 35

ｔ 5,223 4,873 4,982 6,133 6,133 6,133 6,133

ｔ 4,829 4,476 4,581 5,728

ｔ 5,170 5,170 5,170

ｔ 408 408 408

ｔ 50 50 50

ｔ 393 396 400 404 404 404 404

ｔ 100 100 100

ｔ 1 1 1 1 1 1 1

ｔ 250 450 250 450 150 350 150

ｔ 0 0 0

ｔ 250 450 250 450 150 350 150

ｔ 83 95 89 101 95 108 102

ｔ 20,103 19,733 19,375 20,487 19,965 19,927 19,454排出量合計

事業系ごみ排出量

普通ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

埋立ごみ

生ごみ

枝木

資源ごみ

産業廃棄物

可燃対象

埋立対象

不法投棄

枝木

集団資源回収

拠点回収

ミックスペーパー

廃食用油

古着・古布

小型家電

プラスチック製

容器包装

ダンボール

紙パック

新聞・雑誌

びん・缶・

ペットボトル

有害ごみ

紙製容器包装

行政区域内人口

１人１日あたりの

家庭系ごみ排出量

１人１日あたりの資源ごみを

除く家庭系ごみ排出量

家庭系ごみ排出量

普通ごみ

自己搬入

自己搬入不燃ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

生ごみ

粗大ごみ

破砕しないごみ

資源ごみ
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表２-２７ 各種施策実施時におけるごみ総排出量の予測 

（３）減量化・資源化の目標達成におけるごみ総排出量の予測 

  基本方針に基づく施策の影響を考慮したごみ総排出量の見込みを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

人 57,339 56,870 56,401 55,932 55,463 54,990 54,445

ｇ/人・日 585 576 568 560 550 550 549

ｇ/人・日 487 479 471 463 454 454 454

ｔ 12,233 11,964 11,695 11,425 11,136 11,030 10,910

ｔ 6,667 6,574 6,225 5,876

ｔ 1,575 1,308 1,297 1,286 1,165 1,155 1,143

ｔ 111 110 109

ｔ 5,435 5,389 5,336

ｔ 507 503 498

ｔ 1,345 1,465 1,585 1,705 1,812 1,796 1,779

ｔ 172 171 169 168 166 165 163

ｔ 423 423 423 422

ｔ 1,902 1,876 1,850 1,824 1,797 1,771 1,744

ｔ 221 219 218 216 215 213 212

ｔ 631 626 620 615 610 605 599

ｔ 179 174 168 163 157 152 146

ｔ 6 6 5 5 5 5 4

ｔ 73 68 62 57 52 47 41

ｔ 793 784 776 767 759 750 742

ｔ 6 6 6 5 5 5 4

ｔ 143 142 140 139 138 136 135

ｔ 2,122 2,104 2,087 2,069 2,052 2,035 2,014

ｔ 298 318 333 331 329 326 324

ｔ 220 240 254 252 250 247 245

ｔ 3 3 4 4 4 4 4

ｔ 40 40 40 40 40 40 40

ｔ 35 35 35 35 35 35 35

ｔ 5,223 4,860 4,811 5,615 5,615 5,615 5,615

ｔ 4,829 4,252 4,123 4,678

ｔ 4,121 4,121 4,121

ｔ 408 408 408

ｔ 50 50 50

ｔ 393 607 687 936 936 936 936

ｔ 100 100 100

ｔ 1 1 1 1 1 1 1

ｔ 250 450 250 450 150 350 150

ｔ 0 0 0

ｔ 250 450 250 450 150 350 150

ｔ 75 74 73 73 72 71 71

ｔ 20,200 19,771 19,249 19,963 19,354 19,428 19,084

拠点回収

ミックスペーパー

廃食用油

古着・古布

小型家電

埋立ごみ

枝木

事業系ごみ排出量

普通ごみ

可燃ごみ

不燃ごみ

生ごみ

資源ごみ

産業廃棄物

可燃対象

埋立対象

排出量合計

不法投棄

集団資源回収

粗大ごみ

破砕しないごみ

資源ごみ

紙製容器包装

プラスチック製

容器包装

ダンボール

紙パック

新聞・雑誌

びん・缶・

ペットボトル

有害ごみ

枝木

行政区域内人口

１人１日あたりの

家庭系ごみ排出量

家庭系ごみ排出量

普通ごみ

自己搬入

可燃ごみ

不燃ごみ

生ごみ

１人１日あたりの資源ごみを

除く家庭系ごみ排出量

自己搬入不燃ごみ
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表２-２８ ごみ分別区分（案） 

８ 分別区分計画                                

（１）分別区分の検討 

現在検討している今後のごみ分別区分案を示します。 

令和６年度の焼却処理開始に伴い、家庭系ごみは、「普通ごみ」「破砕しないごみ」か

ら「可燃ごみ」「不燃ごみ」へと変更されます。事業系ごみは、「普通ごみ」から「可燃

ごみ」「不燃ごみ」「埋立ごみ」の３つに分けられます。燃やすことのできないごみ全て

を不燃ごみとして埋め立てるのではなく、そのまま埋め立てる「埋立ごみ」と、破砕し

て可燃部分と不燃部分に分離して処理する「不燃ごみ」に分けることを検討しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古着・古布 古着・古布

廃食用油 廃食用油

小型家電 小型家電

ミックスペーパー ミックスペーパー

資源ごみ

生ごみ

枝木

埋立ごみ

事

業

系

普通ごみ

事

業

系

可燃ごみ

資源ごみ 不燃ごみ

生ごみ

枝木

枝木 枝木

危険ごみ 危険ごみ

拠点回収 拠点回収

粗大ごみ 粗大ごみ

生ごみ 生ごみ

有害ごみ 有害ごみ

現在のごみ分別 令和6年度からのごみ分別

家

庭

系

普通ごみ

家

庭

系

可燃ごみ

破砕しないごみ 不燃ごみ

資源ごみ 資源ごみ
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表２-２９ 収集運搬量の推計 

９ 収集運搬計画                                  

（１）収集運搬方法の検討 

  現在は市内を６つのエリアに分け、それらのエリアを「月・木地区」「火・金地区」「水・

土地区」の３地区に分類し、それぞれのごみステーションから週に２回の頻度で回収をし

ています。粗大ごみは、エリアごとに月に１度の頻度で戸別収集しています。 

今後、土曜日の収集を廃止することや、曜日ごとの回収品目について検討します。 

 

（２）収集運搬量 

  基本方針に基づく施策実施時の収集運搬量の見通しを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）特別管理一般廃棄物 

  「廃棄物処理法」では、爆発性、毒性、感染性及びその他の人の健康、または生活環境

に悪影響を及ぼす恐れがある廃棄物が特別管理一般廃棄物に指定されており、排出事業

者や製造業者が回収・処理します。 

 

（４）適正処理困難物 

  クリーンセンターでは処理のできない処理困難物（タイヤ、バッテリー、ガスボンベ等）

については、製造業者、販売店等が自主回収により処理します。 

  また、家電リサイクル法対象品目のテレビ、エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・

冷凍庫やパソコン、バイク・スクーターについてはそれぞれ関係リサイクル法や自主取組

みによる二輪リサイクルシステムなどに基づくリサイクルルートを活用します。 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

10,658 10,656 10,398 10,139 9,860 9,766 9,658

普通ごみ 6,667 6,574 6,225 5,876

可燃ごみ 5,435 5,389 5,336

不燃ごみ 507 503 498

生ごみ 1,345 1,465 1,585 1,705 1,812 1,796 1,779

粗大ごみ 172 171 169 168 166 165 163

破砕しないごみ 423 423 423 422

資源ごみ 1,902 1,876 1,850 1,824 1,797 1,771 1,744

有害ごみ 6 6 6 5 5 5 4

枝木 143 142 140 139 138 136 135

項目（ｔ）

家庭系ごみ収集量
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表２-３０ 破砕処理量の推計 

表２-３１ 資源化処理量の推計 

１０ 中間処理計画                                 

（１）中間処理方法の検討 

  現在は、資源リサイクルセンターで実施している粗大ごみの破砕・選別処理と資源ごみ

の資源化及び下水処理センターの生ごみバイオガス化処理を中間処理の主体として、ご

みの適正処理を推進しており、今後も継続していきます。 

また、広域での焼却処理開始に伴い、可燃ごみをクリーンセンターに設置した中継施設

で圧縮し、大型車へ積み替えて千歳市の焼却施設まで運搬することを検討します。 

 

現在の中間処理対象物 

① 粗大ごみ ： 資源リサイクルセンターで破砕選別処理を行い、金属類の回収と 

破砕物の減容化 

② 資源ごみ ： 資源リサイクルセンターで選別・圧縮・保管し、再資源化 

③ 生ごみ  ： 下水処理センターでバイオガス化処理 

 

焼却開始後の中間処理対象物（案） 

① 粗大ごみ ： 資源リサイクルセンターで破砕選別処理を行い、金属類の回収と 

不燃ごみ  破砕物の減容化 

② 資源ごみ ： 資源リサイクルセンターで選別・圧縮・保管し、再資源化 

③ 生ごみ  ： 下水処理センターでバイオガス化処理 

④ 可燃ごみ ： 中継施設で圧縮を行い、積み替え運搬し広域の処理施設で焼却処理 

 

（２）中間処理量 

  基本方針に基づく施策実施時の中間処理量の見通しを処理方法ごとに示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

270 268 267 266 779 774 769

破砕鉄くず出荷量 11 11 11 11 111 111 110

破砕処理残渣 259 258 256 255 668 663 659

項目（ｔ）

破砕処理量

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

1,903 1,877 1,851 1,825 1,761 1,730 1,698

資源出荷量 1,523 1,502 1,480 1,460 1,401 1,376 1,349

資源選別残渣 381 375 370 365 360 354 349

項目（ｔ）

資源化処理量
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表２-３２ バイオガス化処理量の推計 

表２-３３ 焼却処理量の推計 

表２-３４ 最終処分量の推計 

の推計 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 最終処分計画                                   

（１）最終処分計画 

  現在使用している最終処分場への埋立対象物と焼却処理開始後の埋立対象物を示しま

す。焼却処理に伴い発生する焼却灰の処分は、最終処分場において埋立処分する方法や、

民間処理施設に運搬し、セメント資源化処理を行う方法が考えられますが、環境負荷やコ

ストなど様々な観点からより良い処理方法について検討します。 

 

現在の埋立対象物    ： 普通ごみ、破砕しないごみ、危険ごみ、産業廃棄物、 

生ごみ処理残渣、粗大ごみ処理残渣、資源ごみ処理残渣、 

不法投棄等処理困難物 

 

焼却開始後の埋立対象物 ： 不燃ごみ、危険ごみ、埋立ごみ、産業廃棄物、焼却灰、 

生ごみ処理残渣、不法投棄等処理困難物 

 

（２）最終処分量 

  基本方針に基づく施策実施時の最終処分量の見通しを示します。 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

14,702 14,026 13,371 13,833 3,059 3,243 3,024

家庭系ごみ 8,561 8,203 7,843 7,484 326 323 320

事業系ごみ 4,829 4,252 4,123 4,678 260 260 260

産業廃棄物 250 450 250 450 150 350 150

中間処理残渣 987 1,048 1,081 1,148 683 679 674

焼却処理残渣 1,568 1,560 1,550

不法投棄 75 74 73 73 72 71 71

項目（ｔ）

最終処分量

R6 R7 R8

11,515 11,451 11,378

家庭系可燃ごみ 6,500 6,445 6,381

事業系可燃ごみ 4,121 4,121 4,121

中間処理残渣 894 886 876

1,568 1,560 1,550

項目（ｔ）

焼却処理量

焼却処理残渣

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

1,738 2,072 2,272 2,641 2,747 2,732 2,714

家庭系生ごみ搬入量 1,345 1,465 1,585 1,705 1,812 1,796 1,779

事業系生ごみ搬入量 393 607 687 936 936 936 936

348 414 454 528 549 546 543

1,390 1,658 1,818 2,113 2,198 2,186 2,171

項目（ｔ）

生ごみ搬入量合計

残渣量

バイオガス化処理量
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表２-３５ 焼却施設稼働までのスケジュール 

の推計 

１２ ごみ処理施設の整備に関する計画                      

（１）最終処分場の整備 

  平成 27 年度から使用している第６期最終処分場は埋立予定期間を 10 年間として整備

しましたが、建設時の計画量を超える量のごみが排出されているため、令和４年度には埋

立が終了する見込みとなっています。令和６年度から広域での焼却処理が開始され、埋め

立てるごみの対象が変化していくなど、最終処分場を取り巻く環境が大きく変化してお

り、道央廃棄物処理組合による広域の最終処分場の整備の検討を含めた、新たな処分場の

整備や、既存の最終処分場の嵩上げなど、より良い処分方法について検討します。 

 

（２）中間処理施設の整備 

令和６年度から稼働開始が予定されている焼却施設の建設地は千歳市であり、これま

での運搬に比べ、距離、時間が長くなることから、運搬効率を上げ、経済的なメリットを

創出するため、中継施設の建設を検討します。また、中継施設の建設に伴い、管理棟の老

朽化や計量に伴う経路の明瞭化など様々な課題を抱えるクリーンセンター内レイアウト

の見直しを検討します。 

 

１３ ごみ処理の広域化に関する計画                      

（１）焼却施設稼働までのスケジュール 

令和６年度から稼働開始が予定されている焼却施設の稼働までのスケジュールを示し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6

実施設計

造成工事

プラント建設工事

外構工事

施設稼働
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第３編 

生活排水処理基本計画 
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図３-１ 生活排水処理フロー 

第１章 生活排水処理の現状と課題 

１ 生活排水処理フロー                             
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表３-１ 生活排水の処理実績 

 生活排水はし尿と生活雑排水に分けられます。 

し尿の大部分は公共下水道から下水処理センターへと流れ、処理されますが、一部のし尿

は汲取り便槽・単独処理浄化槽・合併処理浄化槽のいずれかに貯蔵され、下水処理センター

までバキューム車で収集運搬されます。 

生活雑排水は、合併浄化槽で処理され河川放流、公共下水道を通って下水処理センターで

処理、未処理のまま河川放流のいずれかの方法で処理されます。 

下水処理センターでは、公共下水道から流されてきたし尿と生活雑排水を処理し、河川放

流します。また、バイオマス混合調整棟にて、下水道汚泥と収集したし尿を消化・脱臭・乾

燥させた乾燥汚泥を肥料（あしるのめぐみ）として緑農地還元しています。 

 

 

２ 生活排水の処理実績                             

 生活排水処理率は平成 31 年度実績で 97.7％であり、全道、全国平均に比べ高い水準で普

及しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

人 59,140 58,964 58,739 58,462 58,147

人 57,504 57,365 57,287 57,078 56,818

公共下水道人口 人 57,153 57,009 56,931 56,710 56,440

合併浄化槽人口 人 351 356 356 368 378

人 104 104 104 107 104

人 1,532 1,495 1,348 1,277 1,225

％ 97.2 97.3 97.5 97.6 97.7

％ 97.4 97.5 97.7 97.8 97.9

生活排水処理率

水洗化率

計画収集区域内人口

水洗化・生活排水処理人口

水洗化・生活排水未処理人口

（単独浄化槽人口）

非水洗化人口
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表３-２ し尿・浄化槽汚泥の処理実績 

３ し尿・浄化槽汚泥の処理実績                           

 公共下水道の普及や人口減少により排出量は減少傾向で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31

計画処理人口 人 1,987 1,955 1,808 1,752 1,707

し尿 ｋL 670 650 643 581 588

簡易水洗 ｋL 2,836 2,712 2,573 2,521 2,449

浄化槽 ｋL 1,535 1,367 1,355 1,320 1,425

計 ｋL 5,041 4,728 4,570 4,422 4,462

計画処理人口 人 2,262 2,194 2,137 2,135 2,107

し尿 ｋL 301 252 265 257 252

簡易水洗 ｋL 644 619 636 596 596

浄化槽 ｋL 689 689 565 575 460

計 ｋL 1,634 1,560 1,465 1,428 1,308

計画処理人口 人 5,488 5,340 5,252 5,152 5,022

し尿 ｋL 500 434 415 381 325

簡易水洗 ｋL 916 818 835 869 853

浄化槽 ｋL 872 857 980 933 794

計 ｋL 2,287 2,109 2,229 2,183 1,972

計画処理人口 人 4,975 4,905 4,776 4,635 4,549

し尿 ｋL 472 411 392 366 335

簡易水洗 ｋL 989 895 949 924 869

浄化槽 ｋL 1,901 1,686 1,704 1,622 1,469

計 ｋL 3,362 2,991 3,044 2,912 2,673

計画処理人口 人 14,712 14,394 13,973 13,674 13,385

し尿 ｋL 1,943 1,747 1,714 1,585 1,500

簡易水洗 ｋL 5,385 5,044 4,992 4,909 4,768

浄化槽 ｋL 4,997 4,598 4,603 4,450 4,147

合計 ｋL 12,324 11,389 11,309 10,945 10,415

１市３町合計

北広島市

南幌町

由仁町

長沼町
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表３-３ 公共下水道の概要 

表３-４ バイオマス混合調整棟の概要 

４ 生活排水処理施設                              

生活排水処理施設の整備状況を示します。 

 公共下水道事業は、昭和 45 年 8 月 31 日に事業認可を受け、令和 2 年度までの全体計画

として行っています。し尿・浄化槽汚泥の処理は、下水処理センター内のバイオマス混合調

整棟にて処理を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島市下水処理センター　バイオマス混合調整棟

北広島市富ヶ岡916番地2

平成25年4月

し尿・浄化槽汚泥・農集排汚泥　40ｔ/日

下水汚泥　131㎥

生ごみ　17ｔ/日

処理方式 湿式中温メタン発酵方式

破砕選別設備 カッターポンプ、ドラムスクリーン

発酵槽 下水処理センター　消化槽（中温発酵）

汚泥処理 下水処理センター　脱水機、汚泥乾燥機

施設名称

所在地

供用開始年月

公称能力

設

備

仕

様

北広島市公共下水道

昭和45年8月

昭和47年2月

令和２年

処理区域　1,726ha　全体計画　1,845ha

32,600㎥/日

処理方式 標準活性汚泥法

放流水質 BOD　15㎎/L以下　SS　40㎎/L以下　

汚泥処理方法 濃縮+消化+脱水+乾燥

乾燥汚泥利用方法 緑農地還元

処理区域面積

設

備

仕

様

終末処理場認可能力

施設名称

事業許可年月

供用開始年月

全体計画年度
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図３-２ し尿処理経費 

図３-３ 1 人あたりのし尿処理経費 

※全道・全国平均の出典：「環境省 一般廃棄物実態調査 処理状況」 
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５ し尿処理経費                                   

 し尿処理経費は、ここ数年 1 億円程度の横ばい傾向で推移しています。１人あたり年間

処理経費は、し尿処理に係る経費をし尿汲取り人口と浄化槽人口の和で除した値としてい

ます。１人あたりの処理経費は横ばい傾向で推移し、全国平均より高く、全道平均より低い

水準にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【千円/年】 

【年度】 

【年度】 

【円/年・人】 
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６ 生活排水処理の課題                               

（１）生活排水処理の課題 

① 公共下水道に係る課題 

    公共下水道の整備は、ほぼ完了していますが、未だに下水道に接続していない世帯

もあり、早期接続を働き掛けていく必要があります。 

    また、公共下水道の適正な維持管理に努めるとともに、計画的な設備・装置の補修

を励行し、施設の延命化を図っていく必要があります。 

 

② その他生活雑排水に係る課題 

    公共下水道区域外において、生活雑排水が処理できないし尿汲取り世帯・事業所及

び単独処理浄化槽が設置されている世帯・事業所については、合併処理浄化槽の設置

や転換を促すとともに、各世帯・事業所が積極的に生活排水対策に取り組むよう啓発

する必要があります。 

    また、浄化槽の設置者に対しては、法定検査、定期的な点検・清掃を行うような指

導をしていく必要があります。 

 

③ 啓発活動に係る課題 

    生活排水対策を効果的に進めていくには、市民、事業者の理解と協力を得ながら取

り組むことが必要となります。 

    このため、市民・事業者の水質保全に関する意識の高揚を図ることを目的に、各種

広報・啓発活動を推進していく必要があります。 

 

（２）し尿・浄化槽汚泥処理に係る課題 

① 収集運搬に係る課題 

    公共下水道の普及に伴い、今後、し尿・浄化槽汚泥収集量の減少や汲取り箇所の点

在化による収集運搬業務の悪化が考えられます。 

    このため、効率的かつ効果的な収集運搬がなされるよう、収集車両や収集人員など

の収集運搬体制について検討していく必要があります。 

 

② 合併処理浄化槽の適正な維持管理に係る課題 

    合併処理浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置のため、年１回の

法定点検を受けるよう「浄化槽法」で規定されており、検査を受けていない世帯や事

業者に適切な指導をする必要があります。 
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第２章 生活排水処理基本計画 

１ 基本理念                                  

 「北広島市総合計画（第 6 次）」では生活・都市基盤に係る基本目標として“住みよい環境

にかこまれたまち”を掲げています。具体的な目標として、「快適な生活を支える都市基盤を

整備するとともに、豊かな自然環境の中で持続可能な暮らしができるまちをつくります」と

しています。 

 豊かで潤いある水環境を次世代に引き継いでいくためには、市民、事業者、行政がそれぞ

れの立場で水質保全活動を実践していくことが必要であり、以上を踏まえ、本計画の基本理

念を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住環境の充実により、だれもが快適に暮らせるまちづくりを目指し、 

市民、事業者の理解と協力のもと、水環境の保全に取り組みます。 



73 

 

２ 基本方針                                    

「北広島市総合計画（第 6 次）」では、水の供給・下水処理の充実の基本的方向の中に“循

環型社会の形成を推進し、上下水道施設の強靭化を図る”を掲げており、これを踏まえて、

本計画の基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

公共下水道の適切な維持管理を図るとともに、汚水・雨水管の整備を進め、処理区域内の

未接続世帯に対し早期接続を促し、水洗化率の向上を図ります。 

下水道区域外においては、合併処理浄化槽の設置に対する助成制度を活用し、生活排水処

理率の向上を図ります。 

 

 

 

 

 下水道汚泥、生ごみ、し尿・浄化槽汚泥の混合処理を行い、発生する乾燥汚泥を資源化（緑

農地利用）します。 

 

 

 

 

 

 市民、事業者が水環境に関する情報を共有し、それぞれの立場で自発的に水質保全活動を

実践できるよう、広報・啓発活動を行います。 

 

 

３ 計画目標                                   

現在の生活排水処理率は平成 31 年度で 97.7％と高い水準にありますが、未だ未処理のま

ま生活排水を河川等へ流しているところもあり、計画目標年次における生活排水処理率の

目標を定め、生活排水の適正処理と水質汚濁防止を推進していくことが必要です。 

 

 

基本方針１ ： 生活排水処理率の向上 

基本方針２ ： 乾燥汚泥の資源化 

基本方針３ ： 生活排水対策に関する広報・啓発活動の推進 

生活排水処理率 ： 98％以上 
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４ 目標達成のための基本施策                           

生活排水処理の適正処理を徹底し、目標を達成するため、市民、事業者、行政において以

下の取組、施策を進めていきます。 

 

（１）市民・事業者の取組 

  ① 石鹸・洗剤は適正量を守り、調理くずや廃食用油は排水として流さないことや、

風呂の残り水の有効利用に努めるなど、発生源での対策に取り組みます。 

 

  ② 浄化槽設置者は、適正な維持管理を励行します。 

 

（２）市における基本施策 

① 道路整備等に合わせて、汚水・雨水管の整備を進めます。 

 

② 施設の改修・更新計画を策定し、施設の延命化や工事の平準化に努めるとともに、

維持管理体制の充実を図ります。 

 

③ 施設の処理機能を保持するため、事業場などの排水の検査を実施し、水質基準を守

るよう指導を徹底します。 

 

④ 適正な費用負担に基づく財源確保や、施設の建設コストの縮減、メタンガスの利活

用などにより、維持管理費の低減に努めます。 

 

⑤ 公共下水道区域では、未接続世帯に対し早期接続を働きかけ、PR していきます。 

 

⑥ 公共下水道の処理区域外や単独処理浄化槽を設置している世帯や事業所に対して

は、合併処理浄化槽の設置・転換を働きかけ、設置に対する補助制度を活用します。 

 

⑦ 浄化槽設置者に対し、浄化槽の機能維持のため、定期的な保守点検、清掃、機能検

査の実施等適正な維持管理を行うよう指導します。 
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図３-４ 下水道計画区域 

５ 生活排水処理基本計画                              

（１）生活排水処理区域 

  生活排水を処理する区域は全行政区域（南幌町、由仁町及び長沼町からのし尿等処理委

託分を含む）とし、下水道計画区域は、北海道ボールパーク F ビレッジの整備に伴い、赤

く囲まれたエリアを新たに整備します。 
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表３-５ 浄化槽人口の推計 

表３-６ 水洗化・生活排水処理人口及び生活排水処理率の推計 

（２）水洗化・生活排水処理人口及び生活排水処理率の推計 

 

  下水道計画区域外における合併処理浄化槽は、助成制度の導入により年間 10 基ずつの

設置を目指します。また、単独処理浄化槽は公共下水道への接続や、合併処理浄化槽への

転換の指導を進めます。 

 

 

 

 

 

 

  以下、表 3-6 により、水洗化・生活排水処理人口及び生活排水処理率の見通しを示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

設置数 基 10 10 10 10 10 10 10

合併処理浄化槽人口 人 399 420 441 462 483 504 525

減少数 基 4 4 4 4 4 4 4

単独処理浄化槽人口 人 96 88 80 72 64 56 48

合併浄化槽

単独浄化槽

単位 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

人 57,339 56,870 56,401 55,932 55,463 54,990 54,445

人 56,048 55,617 55,186 54,755 54,324 53,889 53,382

公共下水道人口 人 55,649 55,197 54,745 54,293 53,841 53,385 52,857

合併処理浄化槽人口 人 399 420 441 462 483 504 525

人 96 88 80 72 64 56 48

人 1,195 1,165 1,135 1,105 1,075 1,045 1,015

％ 97.7 97.8 97.8 97.9 97.9 98.0 98.0

％ 97.9 98.0 98.0 98.0 98.1 98.1 98.1

生活排水処理率

水洗化率

計画処理区域内人口

水洗化・生活排水処理人口

水洗化・生活排水未処理人口

（単独処理浄化槽人口）

非水洗化人口
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表３-８ し尿・浄化槽汚泥排出量の予測 

６ し尿・浄化槽汚泥排出量の予測                        

 本市及びし尿等処理委託により受け入れを行っている３町（南幌町、由仁町及び長沼町）

の令和８年度までのし尿・浄化槽汚泥排出量の予測を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 収集運搬計画                                 

 収集運搬体制は、し尿・浄化槽汚泥ともに、許可業者へ随時申し込みをしてもらい、バキ

ューム車で収集運搬を行う現状の体制を維持します。 

 

 

８ 資源化処理計画                                

下水処理センターで、し尿浄化槽汚泥及び公共下水道汚泥、生ごみを混合してバイオガス

化処理を行い、発生したメタンガスを施設内の熱源として利用します。また、処理後に発生

する残渣は乾燥処理を行い、乾燥汚泥肥料「あしるのめぐみ」として緑農地還元します。 

単位 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8

計画処理対象人口 人 1,690 1,673 1,656 1,639 1,622 1,605 1,588

し尿 ｋＬ 562 548 533 519 505 491 477

簡易水洗 ｋＬ 2,399 2,349 2,299 2,249 2,199 2,149 2,099

浄化槽 ｋＬ 1,436 1,473 1,511 1,549 1,586 1,624 1,662

合計 ｋＬ 4,396 4,370 4,343 4,317 4,291 4,264 4,238

計画処理対象人口 人 2,099 2,065 2,031 1,997 1,963 1,929 1,897

し尿 ｋＬ 253 249 245 241 236 232 225

簡易水洗 ｋＬ 585 575 566 556 547 537 528

浄化槽 ｋＬ 567 558 548 539 530 521 517

合計 ｋＬ 1,405 1,382 1,359 1,336 1,313 1,290 1,270

計画処理対象人口 人 4,991 4,931 4,871 4,811 4,751 4,695 4,635

し尿 ｋＬ 327 305 285 266 249 232 217

簡易水洗 ｋＬ 821 813 807 800 793 786 780

浄化槽 ｋＬ 1,010 1,045 1,082 1,121 1,161 1,202 1,245

合計 ｋＬ 2,158 2,163 2,174 2,187 2,203 2,220 2,242

計画処理対象人口 人 4,471 4,296 4,121 3,946 3,771 3,596 3,421

し尿 ｋＬ 344 333 322 312 302 292 283

簡易水洗 ｋＬ 875 851 828 806 784 763 742

浄化槽 ｋＬ 1,654 1,670 1,686 1,702 1,719 1,736 1,753

合計 ｋＬ 2,873 2,854 2,836 2,820 2,805 2,791 2,778

計画処理対象人口 人 13,251 12,965 12,679 12,393 12,107 11,825 11,541

し尿 ｋＬ 1,486 1,435 1,385 1,338 1,292 1,247 1,202

簡易水洗 ｋＬ 4,680 4,588 4,500 4,411 4,323 4,235 4,149

浄化槽 ｋＬ 4,667 4,746 4,827 4,911 4,996 5,083 5,177

合計 ｋＬ 10,832 10,769 10,712 10,660 10,612 10,565 10,528

１市３町合計

北広島市

南幌町

由仁町

長沼町


